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’
九
七
二
年
の
沖
縄
の
施
政
権
返
還
は
、
戦
後
を
生
き
抜
い
た
沖
縄
の
人
々
に
と
っ
て
憲
法
や
司
法
に
よ
っ
て
措

定
さ
れ
る
「
権
利
」
の
限
界
に
気
づ
き
、
そ
し
て
そ
れ
か
ら
自
律
す
る
も
の
と
し
て
自
ら
の
生
存
が
あ
っ
た
こ
と
を
見

出
す
契
機
で
あ
っ
た
。
そ
の
過
程
を
象
徴
的
に
示
し
て
い
る
の
が
、
一
九
七
三
年
に
組
織
さ
れ
た
金
武
湾
（
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
）

闘
争
で
あ
り
、
そ
の
な
か
で
提
訴
さ
れ
た
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
で
あ
ろ
う
。

施
政
橘
返
還
前
後
の
沖
繩
で
「
基
地
経
済
か
ら
の
脱
却
」
と
「
本
土
と
の
経
済
格
差
解
消
」
を
掲
げ
進
行
し
て
い
た

沖
綱
島
東
海
岸
一
帯
へ
の
石
油
備
蓄
基
地
（
●
の
。
［
『
凹
一
『
の
『
ヨ
ヨ
■
｜
い
［
四
二
○
二
ｑ
い
）
と
石
油
綱
製
工
場
の
建
設
は
、

は
じ
め
に

民
衆
の
「
生
存
」
思
想
か
ら
「
権
利
」
を
問
う

ｌ
施
政
権
返
還
後
の
金
武
湾
・
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
を
め
ぐ
っ
て
Ｉ

●●

上
脱
こ
ず
え
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埋
め
立
て
と
工
事
に
伴
う
海
の
破
壊
と
い
う
新
た
な
苦
悩
を
住
民
た
ち
に
も
た
ら
し
た
。
そ
の
な
か
で
も
金
武
湾
は
、

与
那
城
村
の
平
安
座
島
で
一
九
七
○
年
よ
り
操
業
を
始
め
て
い
た
米
国
資
本
の
ガ
ル
フ
石
油
Ｃ
Ｔ
Ｓ
か
ら
の
原
油
流
出

（
１
）

事
故
と
、
ガ
ル
フ
進
出
の
「
代
償
」
と
し
て
の
海
中
道
路
建
設
、
さ
ら
に
施
政
権
返
還
前
に
提
起
さ
れ
た
「
金
武
湾
開

発
構
想
」
の
一
端
と
し
て
の
平
安
座
島
ｌ
宮
城
島
間
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｓ
建
設
計
画
に
伴
う
公
有
水
面
の
埋
め
立
て
に
よ
っ

て
広
範
囲
に
汚
染
さ
れ
て
い
た
。

（
２
）

海
の
汚
染
が
金
武
湾
周
辺
市
村
の
住
民
ら
に
「
危
機
」
と
し
て
感
知
さ
れ
る
な
か
、
金
武
湾
周
辺
各
地
の
公
民
館
な

ど
で
は
公
害
学
習
会
が
開
催
さ
れ
、
自
主
講
座
・
公
害
原
論
か
ら
派
生
し
た
「
沖
縄
Ｃ
Ｔ
Ｓ
問
題
を
考
え
る
会
」
関
係

者
と
の
交
流
も
始
ま
っ
て
い
た
。
そ
し
て
一
九
七
一
一
一
年
九
月
二
二
日
、
与
那
城
村
屋
慶
名
で
一
五
○
人
の
住
民
が
集
い
、

工
業
化
に
抵
抗
し
て
き
た
既
存
の
組
織
で
あ
る
「
東
洋
石
油
基
地
反
対
同
盟
」
や
「
宮
城
島
土
地
を
守
る
会
」
、
「
石
川

市
民
協
議
会
」
、
そ
し
て
新
た
な
組
織
と
し
て
の
「
宜
野
座
の
生
活
と
環
境
を
守
る
会
」
や
「
与
勝
の
自
然
と
生
命
を

守
る
会
」
、
「
具
志
川
市
民
協
議
会
」
を
連
ね
る
か
た
ち
で
「
金
武
湾
を
守
る
会
」
が
結
成
さ
れ
た
。
金
武
湾
を
守
る
会

は
、
与
那
城
村
役
場
や
埋
め
立
て
地
、
県
庁
で
の
集
会
や
座
り
込
み
、
デ
モ
、
直
接
交
渉
を
行
う
が
、
埋
め
立
て
を
阻

止
で
き
な
い
ま
ま
で
い
た
。
Ｃ
Ｔ
Ｓ
の
竣
工
開
始
が
迫
る
一
九
七
四
年
九
月
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
漁
民
は
屋
良
知
事

を
被
告
に
知
事
が
沖
縄
三
菱
開
発
に
与
え
た
公
有
水
面
の
埋
め
立
て
免
許
の
無
効
を
求
め
て
提
訴
、
一
九
七
七
年
四
月

に
は
Ｃ
Ｔ
Ｓ
タ
ン
ク
建
設
工
事
の
差
し
止
め
を
求
め
る
仮
処
分
申
調
を
行
っ
た
。

以
上
の
よ
う
な
裁
判
の
経
緯
に
つ
い
て
は
運
動
当
事
者
ら
に
よ
る
記
録
や
論
文
、
裁
判
を
支
援
し
た
弁
護
士
や
技
術

２８
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（
３
）

者
、
研
究
者
に
よ
る
技
術
論
・
法
律
論
的
な
視
点
か
ト
ヮ
の
論
考
に
残
さ
れ
て
来
た
。
近
年
で
は
金
武
湾
闘
争
を
沖
縄
戦

後
史
・
社
会
運
動
史
の
な
か
に
位
置
づ
け
、
前
後
の
抵
抗
運
動
と
の
連
続
性
や
差
異
を
検
証
し
よ
う
と
す
る
研
究
も
な

（
４
）

さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
芦
Ｄ
に
お
い
て
金
武
湾
闘
争
は
、
戦
後
日
本
の
国
土
開
発
に
遅
れ
て
組
み
込
ま
れ
た
施
政
権
返
還
後

の
沖
縄
で
「
豊
か
さ
と
は
何
か
」
を
問
い
、
価
値
観
の
転
換
を
社
会
に
迫
る
こ
と
で
沖
縄
の
抵
抗
運
動
に
新
た
な
方
向

性
を
示
し
た
「
住
民
運
動
」
と
し
て
、
ま
た
一
九
七
九
年
以
降
の
石
垣
市
白
保
の
空
港
建
設
反
対
運
動
、
一
九
九
七
年

以
降
の
名
謹
市
辺
野
古
に
お
け
る
米
軍
基
地
建
設
反
対
運
動
に
引
き
継
が
れ
た
運
動
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
し
か

し
沖
縄
の
住
民
迎
醐
に
お
け
る
裁
判
に
つ
い
て
は
、
十
分
に
検
柾
さ
れ
て
い
る
と
は
い
え
な
い
。
碗
か
に
、
裁
判
闘
争

を
主
な
戦
略
と
し
た
反
戦
地
主
の
運
動
が
、
新
川
明
が
「
反
復
帰
」
論
を
も
っ
て
批
判
す
る
「
復
帰
思
想
」
に
依
拠
し

た
、
あ
る
い
は
日
本
国
憲
法
に
解
放
の
論
理
を
見
出
し
た
復
帰
運
動
を
思
想
的
に
継
承
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
と
対

極
さ
れ
る
も
の
と
し
て
金
武
湾
や
白
保
で
「
反
開
発
」
や
「
反
公
害
」
を
掲
げ
た
住
民
運
動
が
あ
っ
た
、
と
い
う
議
論

（
５
）

ル
ロ
存
在
す
る
。
だ
が
こ
の
よ
う
な
議
論
は
、
住
民
運
動
が
裁
判
を
組
織
し
な
が
ら
も
、
手
探
り
の
な
か
で
そ
れ
を
闘
っ

て
き
た
こ
と
を
提
示
し
き
れ
て
い
な
い
。
沖
縄
の
抵
抗
運
動
を
担
っ
て
き
た
人
々
が
、
沖
縄
の
戦
後
を
常
に
権
利
獲
得

を
課
題
と
し
な
が
ら
生
き
、
葛
藤
の
な
か
で
施
政
椀
返
還
を
迎
え
た
こ
と
を
踏
ま
え
た
上
で
、
裁
判
闘
争
の
意
義
を
捉

え
直
す
必
要
が
あ
る
。

も
ち
ろ
ん
日
本
に
お
い
て
も
、
一
九
五
○
年
代
に
お
い
て
は
在
日
米
耐
基
地
の
駐
留
や
自
衛
隊
の
存
在
が
「
憲
法
の

空
洞
化
」
や
「
司
法
の
反
動
化
」
の
実
態
と
と
も
に
問
わ
れ
、
一
九
六
○
年
代
後
半
に
お
い
て
は
四
大
公
害
に
対
し
て
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被
害
者
救
済
を
求
め
る
裁
判
闘
争
が
組
織
さ
れ
た
。
し
か
し
、
こ
れ
ら
の
裁
判
を
め
ぐ
る
議
論
は
、
主
に
日
本
の
戦
後

史
を
基
軸
と
し
な
が
ら
展
開
し
て
き
た
。
し
た
が
っ
て
、
金
武
湾
の
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
の
歴
史
的
意
義
を
検
証
す
る
に
は
、

日
本
に
潜
在
主
権
を
残
し
た
ま
ま
長
期
貸
借
す
る
と
い
う
「
擬
制
」
に
も
と
づ
き
二
七
年
間
米
爾
占
領
下
に
置
か
れ
、

日
本
に
再
統
合
さ
れ
た
沖
縄
の
戦
後
史
を
中
心
に
見
て
い
か
な
く
て
は
な
ら
な
い
。

沖
繩
戦
後
史
は
沖
綱
人
民
の
絶
え
霞
な
い
鰯
い
の
艤
史
で
あ
っ
た
ｌ
新
崎
艦
螂
の
こ
の
主
搬
は
「
繍
楡
利
状
態
」

か
ら
始
ま
っ
た
戦
後
の
沖
綱
で
、
沖
繩
峨
を
生
き
の
び
た
人
々
が
常
に
楠
利
猶
得
を
課
題
と
し
て
岡
っ
て
き
た
と
い
う

（
６
）

見
方
に
ロ
か
れ
て
い
る
。
「
戦
後
」
が
同
時
に
米
取
支
配
の
始
ま
り
を
意
味
し
た
沖
細
で
は
、
日
本
国
迩
法
制
定
に
伴

い
日
本
で
成
立
し
た
椛
利
は
保
障
さ
れ
ず
、
米
軍
の
軍
醐
訓
練
・
嗣
蛎
行
動
を
般
大
限
に
遂
行
さ
せ
る
た
め
の
統
治
機

櫛
、
司
法
制
度
、
法
体
系
が
形
成
さ
れ
て
い
っ
た
。
法
令
は
、
米
大
統
領
に
よ
る
行
政
命
令
に
準
ず
る
形
で
米
国
民
政

府
に
よ
っ
て
制
定
・
公
布
さ
れ
絶
対
的
に
優
位
な
も
の
と
し
て
位
冠
づ
け
ら
れ
て
い
た
布
令
・
布
告
と
、
米
本
国
の
法
、

琉
球
政
府
立
法
院
に
よ
る
民
立
法
、
大
日
本
帝
国
憲
法
、
日
本
国
憩
法
と
が
併
存
し
て
い
た
。
さ
ら
に
そ
の
布
令
・
布

告
に
基
づ
き
、
米
国
民
政
府
が
運
営
し
「
米
国
や
米
国
民
の
利
害
に
関
わ
る
民
事
・
刑
事
醐
件
の
裁
判
権
を
有
す
る
」

米
国
民
政
府
裁
判
所
と
、
米
国
民
政
府
の
下
部
組
織
で
あ
る
琉
球
政
府
が
運
営
す
る
琉
球
民
裁
判
所
が
存
在
し
、
民
裁

判
所
が
民
政
府
奴
判
所
に
従
属
し
て
い
た
。
琉
球
民
裁
判
所
は
、
「
商
等
弁
務
官
が
、
合
衆
国
の
安
全
・
財
産
ま
た
は

利
害
に
影
欝
を
及
ぼ
す
と
認
め
る
特
に
璽
大
な
す
べ
て
の
馴
件
ま
た
は
紛
争
」
や
「
合
衆
国
姻
隊
の
柵
成
ロ
、
Ⅷ
属
も

し
く
は
合
衆
国
国
民
で
あ
る
合
衆
国
政
府
の
被
雇
用
者
ま
た
は
以
上
の
者
の
家
族
で
あ
っ
て
、
琉
球
人
で
な
い
者
が
当

3０
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事
者
で
あ
る
す
べ
て
の
事
件
ま
た
は
紛
争
」
、
「
合
衆
国
ま
た
は
そ
の
機
関
」
に
対
す
る
裁
判
権
を
持
た
ず
、
米
軍
人
な

ど
に
よ
る
被
害
の
賠
償
や
土
地
接
収
に
対
す
る
補
償
・
救
済
を
要
求
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。
一
方
の
高
等
弁
務

官
は
、
琉
球
民
裁
判
所
の
判
決
や
決
定
、
命
令
を
い
つ
で
も
再
審
、
停
止
、
変
更
、
取
り
消
す
こ
と
が
可
能
で
あ
り
、

合
衆
国
の
安
全
・
財
産
ま
た
は
利
害
に
関
し
て
影
響
を
及
ぼ
す
と
認
め
る
特
に
重
大
な
す
べ
て
の
事
件
ま
た
は
紛
争
が

（
７
）

琉
球
民
裁
判
所
に
係
属
し
て
い
る
場
ム
ロ
は
い
つ
で
も
民
政
府
裁
判
所
に
移
送
を
命
じ
る
｝
」
と
が
で
き
た
。

米
軍
統
治
期
の
沖
縄
に
お
い
て
は
、
こ
の
よ
う
な
統
治
機
柵
、
司
法
制
度
、
法
体
系
に
抵
抗
す
る
動
き
が
組
織
さ
れ

（
８
）

（
９
）

て
き
た
。
一
九
一
ハ
五
年
の
違
憲
訴
訟
や
一
九
六
六
年
の
裁
判
移
送
問
題
な
ど
を
通
じ
て
、
日
本
国
憲
法
に
依
拠
し
た
権

利
要
求
や
、
米
耶
統
治
期
の
司
法
制
度
に
対
す
る
異
搬
申
し
立
て
が
な
さ
れ
、
「
日
本
国
憲
法
下
へ
の
復
帰
」
が
求
め

ら
れ
て
い
っ
た
。
し
か
し
日
米
間
で
合
意
さ
れ
た
沖
繩
返
還
合
意
が
、
日
米
の
嗣
蜘
同
盟
に
お
け
る
日
本
の
役
削
強
化

と
在
沖
米
軍
基
地
の
恒
久
化
を
伴
う
も
の
で
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
に
な
る
な
か
で
、
沖
縄
の
「
復
帰
」
が
日
本
国
憲
法

を
「
空
洞
化
」
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
し
か
実
現
さ
れ
な
い
と
の
認
識
が
広
ま
り
「
沖
縄
返
還
粉
砕
」
の
訴
え
が
高
ま

る
。
国
政
参
加
に
よ
る
識
会
制
民
主
主
義
の
実
現
や
裁
判
権
の
移
行
に
よ
る
人
権
の
回
復
へ
の
期
待
が
揺
ら
ぐ
な
か
、

「
復
帰
」
を
問
う
た
の
が
煙
竹
邪
件
や
沖
縄
語
裁
判
闘
争
で
あ
り
、
「
反
復
帰
」
論
で
あ
っ
た
。
日
本
と
い
う
近
代
国
家

秩
序
へ
の
抵
抗
が
生
ま
れ
る
一
方
、
中
身
を
伴
わ
ず
と
も
「
復
帰
」
を
全
面
的
に
は
拒
否
で
き
な
い
本
土
と
沖
縄
の
革

新
勢
力
の
存
在
も
あ
り
、
大
き
な
矛
盾
を
残
し
た
形
で
施
政
権
返
還
を
迎
え
た
。

施
政
権
返
還
に
伴
う
振
興
開
発
の
一
貫
と
し
て
施
行
さ
れ
た
金
武
湾
の
埋
め
立
て
と
Ｃ
Ｔ
Ｓ
開
発
に
抵
抗
し
た
住
民

131足案の｢1:存｣処魁から｢権利｣を問う俺政楢返週{&の金武筒･反CTS鐸Iをめぐって

Hosei University Repository



反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
は
そ
の
提
訴
時
か
ら
、
施
政
梅
返
還
に
伴
う
檎
造
的
な
変
化
や
そ
の
な
か
で
生
じ
て
い
た
矛
盾
を
抱

え
て
い
た
。
先
述
し
た
よ
う
に
、
一
九
七
三
年
に
結
成
し
た
金
武
湾
を
守
る
会
の
デ
モ
や
集
会
、
村
役
場
や
県
庁
で
の

直
接
交
渉
の
結
果
、
一
九
七
四
年
一
月
、
屋
良
知
事
は
Ｃ
Ｔ
Ｓ
開
発
榊
想
の
撤
回
を
三
菱
に
求
め
た
。
し
か
し
そ
の
撤

回
声
明
に
再
考
を
求
め
る
三
菱
の
要
求
や
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
推
進
」
政
策
を
掲
げ
た
通
産
省
お
よ
び
沖
縄
開
発
庁
の
圧
力
に
屈

し
、
県
は
そ
れ
以
上
の
措
圃
を
と
ら
ず
、
埋
め
立
て
工
耶
が
進
行
し
た
。

埋
め
立
て
工
事
と
Ｃ
Ｔ
Ｓ
誘
致
の
決
定
を
掴
せ
な
い
ま
ま
で
い
た
金
武
湾
を
守
る
会
は
、
一
九
七
四
年
の
県
の
二
・

一
九
声
明
」
直
後
、
革
新
共
闘
弁
護
団
に
よ
る
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
問
題
に
つ
い
て
の
見
解
書
」
を
入
手
、
屋
良
知
事
に
よ
る
沖

縄
三
菱
開
発
に
対
す
る
宮
城
島
Ｉ
平
安
座
島
間
の
公
有
水
面
埋
め
立
て
免
許
交
付
の
際
、
与
那
城
村
漁
業
組
合
と
勝

運
動
に
お
い
て
、
す
で
に
信
頼
が
揺
ら
い
で
い
た
日
本
国
懲
法
と
司
法
制
度
の
も
と
で
裁
判
が
提
訴
さ
れ
た
こ
と
の
沖

縄
戦
後
史
に
お
け
る
意
味
は
何
か
。
本
稿
で
は
、
施
政
横
返
還
か
ら
間
も
な
い
沖
綱
で
の
裁
判
闘
争
の
経
過
、
裁
判
闘

争
と
い
う
具
体
的
な
経
験
を
経
る
な
か
で
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
や
弁
謹
団
が
裁
判
に
見
出
し
た
可
能
性
と
限
界
、

そ
れ
を
通
じ
た
抵
抗
運
動
に
お
け
る
表
現
の
あ
り
方
の
変
化
を
た
ど
る
こ
と
で
、
施
政
権
返
還
と
い
う
沖
綱
戦
後
史
に

お
け
る
重
要
な
転
機
に
生
ま
れ
た
近
代
国
家
秩
序
批
判
と
民
衆
の
「
生
存
」
思
想
を
提
示
す
る
。

裁
判
闘
争
の
組
織
化

３２
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連
村
漁
業
組
合
が
組
合
員
で
あ
る
漁
民
の
三
分
の
二
以
上
の
署
名
、
お
よ
び
漁
業
総
会
で
三
分
の
二
以
上
の
賛
成
を
得

な
い
ま
ま
埋
め
立
て
を
認
め
た
こ
と
、
つ
ま
り
金
武
湾
の
埋
め
立
て
免
許
に
県
の
法
的
瑠
疵
が
あ
っ
た
こ
と
を
確
認
す

（
ぬ
）

る
。
金
武
湾
を
守
る
〈
二
は
闘
争
を
法
廷
の
場
へ
と
拡
げ
る
こ
と
と
な
り
、
革
新
共
闘
弁
趣
団
に
支
援
を
求
め
て
い
た
。

し
か
し
革
新
共
闘
弁
誕
団
内
部
で
は
、
屋
良
知
事
を
被
告
と
し
て
提
訴
す
れ
ば
、
一
九
六
八
年
の
琉
球
政
府
主
席
公
選

以
来
擁
立
し
て
き
た
屋
良
朝
苗
率
い
る
革
新
県
政
を
追
い
つ
め
て
し
ま
う
と
危
倶
す
る
団
員
の
存
在
か
ら
意
志
統
一
が

さ
れ
ず
、
支
援
は
得
ら
れ
な
か
っ
た
。

金
武
湾
を
守
る
会
の
訴
訟
対
策
委
員
ら
は
、
漁
民
へ
の
傭
報
提
供
に
取
組
ん
で
き
た
弁
謹
士
の
新
垣
勉
、
照
屋
寛

徳
に
原
告
代
理
人
弁
護
団
の
組
織
化
を
求
め
、
ま
た
同
時
期
に
弁
護
士
の
池
宮
城
紀
夫
に
も
原
告
代
理
人
弁
護
団
へ

の
参
加
を
求
め
た
。
さ
ら
に
施
政
権
返
還
前
か
ら
す
で
に
石
川
ア
ル
ミ
闘
争
な
ど
と
交
流
の
あ
っ
た
自
主
調
座
関
係

者
に
支
援
を
依
頼
、
東
京
か
ら
弁
護
士
の
水
上
学
（
一
九
四
一
～
二
○
一
○
年
）
ら
が
原
告
代
理
人
弁
護
団
に
加
わ
り
、

提
訴
へ
の
準
備
を
進
め
た
。
つ
ま
り
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
は
、
沖
縄
に
お
け
る
革
新
勢
力
の
あ
り
方
が
問
わ
れ
、
ま
た
施

政
権
返
還
と
い
う
櫛
造
的
変
化
に
よ
っ
て
日
本
本
土
ｌ
沖
縄
間
の
移
動
が
可
能
と
な
る
な
か
で
組
織
さ
れ
た
と
い
え

弁
護
団
の
結
成
と
同
時
に
、
金
武
湾
を
守
る
会
は
原
告
団
の
組
織
を
進
め
て
い
た
。
一
九
七
四
年
の
提
訴
時
に
法
的

な
争
点
と
し
て
考
え
ら
れ
た
の
は
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
開
発
に
伴
う
金
武
湾
の
埋
め
立
て
や
汚
染
に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
て
い
る
漁

民
の
漁
業
梅
と
、
県
と
漁
協
の
埋
め
立
て
合
意
に
お
け
る
法
的
手
続
き
の
暇
疵
で
あ
っ
た
。
原
告
代
理
人
弁
護
士
ら
と

る
。
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一
九
七
四
年
九
月
、
那
醐
地
裁
で
は
六
人
の
原
告
漁
民
が
金
武
湾
の
埋
め
立
て
免
許
の
無
効
を
訴
え
、
屋
良
知
珊
を

提
訴
、
一
九
七
四
年
一
○
月
三
○
日
の
第
一
回
公
判
で
原
告
漁
民
は
、
県
が
漁
業
組
合
か
ら
得
た
と
す
る
合
意
手
続
き

（
皿
）

に
は
欠
陥
が
あ
る
と
主
張
し
た
。
こ
の
提
訴
を
機
に
、
さ
ら
に
漁
民
が
原
生
□
団
と
し
て
裁
判
闘
争
に
加
わ
っ
た
。
一
九

七
四
年
一
○
月
か
ら
一
九
七
五
年
七
月
ま
で
の
七
回
の
公
判
で
は
、
汚
染
さ
れ
た
海
水
や
油
臭
魚
が
提
出
さ
れ
、
意
見

陳
述
の
際
に
は
原
告
漁
民
が
自
ら
法
廷
に
立
ち
、
合
意
手
続
き
の
問
題
や
、
悪
奥
・
騒
商
被
瞥
、
ヘ
ド
ロ
の
堆
柧
に
よ

る
海
の
汚
染
や
魚
介
類
の
減
少
を
訴
え
た
。
公
判
の
際
、
金
武
湾
を
守
る
会
が
バ
ス
を
貸
し
切
り
常
に
現
地
か
ら
多
く

の
住
民
が
駆
け
つ
け
、
与
那
城
村
漁
協
や
勝
連
村
漁
協
の
漁
民
が
原
告
と
し
て
新
た
に
裁
判
に
加
わ
る
こ
と
と
な
っ
た
。

一
九
七
五
年
四
月
に
は
平
安
座
島
の
漁
民
二
人
が
原
告
団
に
加
わ
り
、
浜
比
嘉
島
浜
区
の
漁
民
四
○
人
が
原
告
に
加
わ

金
武
湾
を
守
る
会
教
員
ら
は
共
に
与
勝
半
島
に
点
在
す
る
離
島
各
地
を
ま
わ
り
、
漁
協
の
合
意
形
成
の
主
体
で
あ
る
地

元
の
漁
民
に
対
し
、
原
告
と
し
て
の
Ｃ
Ｔ
Ｓ
哉
判
へ
の
参
加
を
呼
び
か
け
た
。
裁
判
に
原
告
と
し
て
参
加
し
た
漁
民
の

田
場
典
儀
は
、
金
武
湾
に
お
け
る
原
油
流
出
醐
故
に
よ
る
海
の
汚
染
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
語
っ
た
。

三
菱
が
埋
め
立
て
た
海
域
は
延
縄
漁
の
と
こ
ろ
で
、
埋
め
立
て
に
よ
り
ミ
ミ
ズ
は
も
う
と
れ
な
く
な
っ
た
。
油
流

出
事
故
の
後
は
浜
い
つ
ぱ
い
を
檀
っ
た
廃
油
ボ
ー
ル
を
取
る
の
で
必
死
だ
っ
た
。
海
か
ら
船
へ
上
が
り
、
家
に
帰

（
Ⅱ
）

る
と
足
の
型
に
つ
い
た
油
は
洗
っ
て
も
お
ち
な
い
。
家
も
全
部
ま
っ
黒
に
な
っ
た
。
体
巾
油
だ
ら
け
だ
っ
た
よ
。

３
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一
九
七
五
年
几
川
五
日
、
原
告
Ⅷ
弁
痩
岡
が
那
馴
地
紋
に
提
出
し
た
噸
備
邨
而
で
は
、
金
武
湾
へ
の
Ｃ
Ｔ
Ｓ
辿
般
の

班
業
者
で
あ
る
三
菱
石
油
株
式
会
社
が
一
九
七
四
年
一
二
月
一
八
日
に
起
こ
し
た
、
岡
山
卯
の
水
島
製
油
所
で
の
砿
汕

流
出
事
故
が
も
た
ら
し
た
漁
業
被
害
に
つ
い
て
述
べ
、
三
菱
の
安
全
策
・
公
害
対
策
の
不
十
分
さ
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、

か
つ
て
琉
球
政
府
立
与
勝
海
上
公
園
に
指
定
さ
れ
て
い
た
金
武
湾
は
、
住
民
に
と
っ
て
は
「
海
藻
類
、
魚
類
蛋
白
の
供

給
源
と
し
て
の
貴
重
な
資
産
」
で
あ
っ
た
こ
と
な
ど
、
住
民
や
漁
民
が
海
と
ど
の
よ
う
な
つ
な
が
り
を
持
っ
て
き
た
の

か
が
具
体
的
な
躯
例
を
も
っ
て
説
明
さ
れ
た
。
埋
め
立
て
ら
れ
た
海
域
は
、
モ
ズ
ク
や
ス
ク
ガ
ラ
ス
、
臼
イ
カ
、
ウ
ニ

の
漁
場
で
あ
り
、
ま
た
埋
め
立
て
用
の
土
砂
と
し
て
採
砂
さ
れ
て
い
た
浜
比
潔
島
の
ナ
ン
ジ
ャ
岩
付
近
で
は
ウ
ニ
や
モ

ズ
ク
が
凹
富
に
採
れ
た
。
海
中
道
路
東
側
の
屋
慶
名
干
潟
で
は
ク
ル
マ
エ
ビ
が
生
育
し
、
重
油
流
出
瓢
故
で
汚
染
さ
れ

た
海
中
道
路
西
側
は
モ
ズ
ク
の
生
産
地
で
あ
っ
た
。
干
潟
で
は
海
藻
や
魚
介
類
を
採
り
、
照
間
沿
岸
の
砂
浜
で
は
イ
グ

サ
を
乾
燥
さ
せ
筵
を
作
っ
て
い
た
。
採
餌
場
・
漁
場
、
海
と
隣
接
す
る
金
武
湾
の
漁
民
・
住
民
ら
の
生
活
が
、
海
中
道

路
の
連
投
や
、
ガ
ル
フ
社
か
ら
の
原
油
・
軍
油
の
流
出
、
廃
油
ポ
ー
ル
の
漂
軒
、
石
油
糖
製
工
場
か
ら
の
悪
臭
、
三
菱

（
川
）

の
宮
城
島
ｌ
平
安
座
島
間
の
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
破
壊
さ
れ
た
の
だ
と
し
た
。

だ
が
原
告
漁
民
の
訴
え
に
対
し
て
裁
判
所
は
十
分
な
審
理
を
経
ず
に
結
審
し
判
決
を
下
し
た
。
一
九
七
五
年
九
月
、

県
は
原
告
漁
民
の
訴
え
に
利
益
は
無
い
と
の
回
答
を
那
朋
地
裁
に
提
出
、
翌
日
の
第
八
回
公
判
で
裁
判
長
は
反
論
の
余

っ
た
。（
⑬
）

し
た
。

彼
ら
は
一
九
七
五
年
七
月
一
四
日
の
第
七
回
口
頭
弁
論
で
、
「
埋
め
立
て
に
合
意
し
た
こ
と
は
な
い
」
と
主
張
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地
を
与
え
ず
に
結
審
を
言
い
渡
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
弁
謹
団
は
裁
判
長
忌
避
申
し
立
て
と
即
時
抗
告
を
行
う
が
却
下

（
喝
）

さ
れ
る
。
一
○
月
の
第
九
回
公
判
に
お
い
て
山
口
裁
判
長
は
、
埋
め
立
て
が
す
で
に
一
元
了
し
て
い
る
た
め
海
の
原
状
回

復
が
困
難
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
漁
業
を
行
う
こ
と
が
不
可
能
で
あ
り
守
ら
れ
る
べ
き
漁
業
権
も
な
い
、
と
い
う
理
由

か
ら
「
訴
え
の
利
益
な
し
」
と
の
判
決
を
下
し
、
判
決
後
す
ぐ
に
法
廷
を
立
ち
去
っ
た
。
こ
の
と
き
山
口
裁
判
長
が
原

告
代
理
人
弁
趣
団
か
ら
の
発
言
も
認
め
ず
、
傍
聴
席
か
ら
は
聞
き
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
ほ
ど
の
小
声
で
判
決
を
言
い

渡
し
、
機
動
隊
に
囲
ま
れ
法
廷
を
去
っ
た
こ
と
に
対
す
る
怒
り
の
声
が
、
公
判
後
法
廷
か
ら
出
た
住
民
の
な
か
か
ら
あ

（
肥
）

が
っ
て
い
た
》
」
と
が
当
時
の
新
聞
記
事
に
は
記
録
さ
れ
て
い
る
。
漁
業
梅
裁
判
の
判
決
後
、
一
九
七
五
年
一
○
月
一
ハ
日

か
ら
二
日
ま
で
、
金
武
湾
を
守
る
会
を
中
心
と
す
る
一
五
○
人
が
県
庁
人
口
で
断
食
闘
争
を
組
織
し
、
そ
の
う
ち
数

（
刀
）

名
は
知
事
公
舎
の
鉄
の
フ
ェ
ン
ス
に
体
を
鎖
で
縛
り
付
け
て
抵
抗
し
た
。

「
訴
え
の
利
益
な
し
」
判
決
が
下
さ
れ
た
時
点
で
、
金
武
湾
を
守
る
会
は
「
控
訴
す
る
か
、
再
び
訴
え
を
起
こ
す
か
、

あ
る
い
は
裁
判
を
無
視
し
住
民
運
動
を
檎
築
し
て
い
く
か
」
の
選
択
を
迫
ら
れ
て
い
た
が
、
判
決
か
ら
三
日
後
の
一
○

月
七
日
に
上
告
、
し
か
し
屋
良
知
事
は
竣
工
認
可
を
発
表
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
で
は
な
い
「
無
公
害
企
業
を
誘
致
す
る
た
め
に
企

（
旧
）

業
と
接
触
を
強
め
て
い
く
が
、
こ
れ
ま
で
の
感
触
で
は
見
通
し
は
暗
い
」
と
の
〈
云
見
を
行
う
。
金
武
湾
を
守
る
会
は
与

那
城
村
に
対
し
、
与
那
城
村
の
住
民
か
ら
染
め
た
六
、
一
一
一
三
名
の
署
名
を
提
出
し
、
埋
め
立
て
に
よ
っ
て
造
ら
れ
た

「
新
し
い
土
地
」
を
三
菱
に
登
記
さ
せ
な
い
よ
う
要
調
し
た
。
し
か
し
県
と
与
那
城
村
錨
会
は
守
る
会
の
要
謂
を
退
け
、

一
○
月
一
一
日
、
屋
良
知
事
は
埋
め
立
て
完
了
を
承
認
し
、
二
月
二
五
日
、
与
那
城
村
瓢
会
は
「
新
し
い
土
地
の
確

136

Hosei University Repository



原
告
漁
民
と
そ
の
代
理
人
ら
は
、
一
九
七
六
年
一
月
か
ら
七
月
の
四
回
の
控
訴
審
公
判
の
間
、
裁
判
長
の
法
解
釈
の

（
鉛
）

誤
り
や
判
決
内
容
の
問
題
を
指
摘
し
審
理
の
差
戻
し
を
求
め
る
。
一
九
七
六
年
一
月
一
二
○
日
の
控
訴
審
第
一
回
公
判
で

は
「
訴
え
の
利
益
な
し
」
判
決
の
問
題
を
指
摘
し
た
。
控
訴
審
公
判
に
向
け
、
勝
連
村
漁
協
浜
支
部
は
浜
漁
民
の
訴
え

を
ま
と
め
、
悪
臭
、
騒
音
の
被
害
、
ヘ
ド
ロ
の
堆
椚
に
よ
る
汚
染
や
魚
介
類
の
著
し
い
減
少
に
よ
る
漁
民
の
生
活
破
壇

（
釦
）

を
詳
細
に
記
録
し
た
。
こ
れ
は
つ
ま
り
、
海
に
生
か
さ
れ
て
き
た
漁
民
や
住
民
の
生
活
の
あ
り
よ
う
や
、
海
へ
の
想
い

が
言
語
化
さ
れ
て
い
く
過
程
で
も
あ
っ
た
。
こ
れ
ま
で
魚
介
類
が
豊
富
で
あ
っ
た
漁
場
は
、
汚
染
に
よ
り
破
壊
さ
れ
た
。

海
水
が
汚
染
さ
れ
、
か
ゆ
み
を
引
き
起
こ
す
な
ど
の
被
害
が
あ
り
、
子
供
た
ち
は
海
で
容
易
に
遊
べ
な
く
な
っ
た
。
漁

民
の
生
活
が
破
壊
さ
れ
、
漁
民
数
が
激
減
し
て
い
る
一
方
で
、
多
く
の
漁
民
が
出
稼
ぎ
で
本
島
に
い
か
ざ
る
を
得
な
く

な
っ
て
い
た
。
機
関
誌
『
東
海
岸
』
で
は
、
「
な
ぜ
生
き
が
い
で
あ
る
海
を
奪
う
の
か
」
と
い
う
漁
民
の
怒
り
と
と
も
に
、

漁
業
だ
け
で
は
生
活
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
っ
た
漁
民
の
窮
状
が
訴
え
ら
れ
た
。
そ
れ
で
も
屋
良
知
事
は
Ｃ
Ｔ
Ｓ
を
誘

致
す
る
姿
勢
を
変
え
ず
那
覇
地
方
裁
判
所
に
控
訴
の
却
下
を
申
謂
、
沖
縄
革
新
共
闘
支
援
の
も
と
で
当
選
し
た
平
良
幸

（
錘
）

市
の
知
事
就
任
直
前
の
一
九
七
一
ハ
年
一
ハ
月
、
石
油
タ
ン
ク
の
設
圃
を
許
可
し
た
。

そ
の
後
、
一
九
七
六
年
一
二
月
二
七
日
に
は
与
那
城
村
と
沖
縄
石
油
基
地
・
沖
綱
タ
ー
ミ
ナ
ル
が
、
一
九
七
七
年
三

月
一
○
日
に
は
沖
縄
県
と
沖
縄
石
油
基
地
が
、
一
九
七
七
年
六
月
四
日
に
は
沖
縄
県
と
そ
の
他
全
て
の
石
油
関
連
企
業

が
公
害
防
止
協
定
を
結
ん
だ
。
金
武
湾
を
守
る
会
は
、
県
が
こ
れ
ら
の
協
定
に
つ
い
て
市
民
に
公
開
せ
ず
に
締
結
し
た

（
畑
）

甥
」
を
承
趨
，
し
た
。
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こ
と
を
批
判
し
、
ま
た
一
九
七
四
年
末
の
三
菱
石
油
水
島
製
油
所
重
油
流
出
事
故
を
例
に
、
大
規
模
化
す
る
石
油
産
業

に
潜
在
す
る
珊
故
の
可
能
性
に
対
し
、
法
的
規
制
は
無
効
で
あ
る
と
指
摘
し
た
。

タ
ン
ク
設
歴
が
迫
っ
て
い
た
一
九
七
七
年
四
月
、
金
武
湾
を
守
る
会
は
「
二
五
○
人
の
原
告
団
を
組
織
し
、
当
時

大
阪
空
港
騒
音
訴
訟
で
争
わ
れ
て
い
た
人
格
権
や
環
境
権
に
基
づ
く
県
内
初
の
公
需
裁
判
と
し
て
、
石
油
備
蓄
タ
ン
ク

（
四
〉

建
魏
奴
の
差
し
止
め
を
求
め
る
「
危
険
物
貯
蔵
所
等
建
築
工
事
禁
止
仮
処
分
申
請
」
を
那
綱
地
裁
に
提
出
し
た
。
一
九
七

七
年
八
月
か
ら
一
九
七
八
年
六
月
の
五
回
に
及
ぶ
公
判
に
は
、
日
本
各
地
か
ら
生
物
学
者
や
地
学
者
が
証
人
と
し
て
参

（
期
）

川
し
、
埋
立
地
の
地
猟
の
脆
弱
性
や
地
漫
に
伴
う
火
災
の
可
能
性
を
指
摘
し
た
。
し
か
し
一
九
七
九
年
二
一
月
、
傍
聴
席

に
い
る
住
民
ら
を
機
動
隊
が
取
り
囲
む
な
か
、
タ
ン
ク
投
慨
で
た
と
え
火
災
な
ど
が
発
生
し
て
も
、
原
告
住
民
の
生
命
、

身
体
、
健
康
に
被
害
を
与
え
る
危
険
性
は
な
い
、
と
の
理
由
で
Ｃ
Ｔ
Ｓ
工
蜘
の
差
し
止
め
を
求
め
る
仮
処
分
調
求
が
却

（
四
）

下
さ
れ
て
し
ま
う
。
裁
判
闘
争
が
行
き
謎
叩
ま
る
一
方
、
県
政
の
保
守
化
に
伴
い
就
任
し
て
い
た
自
民
党
の
西
銘
順
治
知

（
記
｝

事
は
、
沖
縄
石
油
精
製
に
対
し
石
油
備
蓄
タ
ン
ク
の
増
設
を
認
め
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
を
増
設
す
る
た
め
の
一
一
期
工
事
を
承
認
す

（
刀
）

る
。
一
方
で
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
開
発
に
伴
う
危
機
は
現
実
の
も
の
と
な
り
、
一
九
八
一
年
一
一
月
に
は
沖
綱
島
南
端
の
葛
尾
武
岬

（
配
）

沖
合
で
石
油
タ
ン
カ
ー
の
爆
発
耶
故
、
一
九
八
一
一
年
一
一
一
月
に
は
沖
細
石
汕
鯉
地
に
お
い
て
原
油
流
出
耶
故
が
発
生
し

（
卿
）

た
。
原
告
漁
民
に
よ
る
提
訴
か
ら
約
八
年
が
経
過
し
た
一
九
八
一
一
年
一
○
月
、
金
武
湾
を
守
る
会
は
、
操
業
が
開
始
さ

れ
る
な
か
操
業
禁
止
は
不
要
で
あ
る
と
の
判
決
が
下
れ
ば
悪
い
判
例
と
な
っ
て
し
ま
う
と
い
う
理
由
か
ら
、
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ

（
釦
）

裁
判
の
上
訴
請
求
を
取
り
下
げ
た
。
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以
上
の
よ
う
な
過
程
を
た
ど
っ
た
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
は
、
金
武
湾
を
守
る
会
に
と
っ
て
、
一
九
七
例
年
の
「
漁
業
楡
」

裁
判
の
組
織
化
の
時
点
で
す
で
に
葛
藤
を
伴
う
も
の
で
あ
っ
た
こ
と
が
当
時
の
資
料
か
ら
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。

革
新
共
闘
弁
護
団
と
の
対
立
の
末
に
踏
み
切
っ
た
提
訴
か
ら
一
年
後
の
一
九
七
五
年
九
月
、
金
武
湾
を
守
る
会
は
、
準

備
啓
面
や
公
判
時
の
写
真
を
掲
栽
し
た
冊
子
を
出
版
す
る
が
、
そ
れ
に
収
録
さ
れ
て
い
る
一
九
七
四
年
九
月
四
日
発
表

の
「
提
訴
に
あ
た
っ
て
の
声
明
」
か
ら
は
、
提
訴
の
時
点
で
、
守
る
会
が
裁
判
を
「
唯
一
の
手
段
」
で
あ
る
と
は
捉
え
ず
、
「
あ

ら
ゆ
る
手
段
と
戦
術
」
の
一
つ
に
す
ぎ
な
い
と
考
え
て
い
た
こ
と
、
繊
判
の
問
題
、
限
界
を
蝿
識
し
て
い
た
こ
と
が
分

（
帥
）

か
る
。
つ
ま
り
憩
法
や
司
法
制
度
に
対
す
る
期
待
や
あ
こ
が
れ
は
、
》
」
の
時
点
に
お
い
て
は
す
で
に
揺
ら
い
で
い
た
か

あ
る
い
は
崩
壊
し
て
い
た
。

だ
か
ら
こ
そ
、
金
武
湾
・
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
関
係
者
に
よ
る
裁
判
闘
争
へ
の
取
り
組
み
を
め
ぐ
る
評
価
は
、
実
際
の
審

理
や
判
決
の
あ
り
方
に
関
し
て
の
み
な
さ
れ
る
で
は
な
く
、
む
し
ろ
紋
判
へ
の
取
り
組
み
に
よ
っ
て
金
武
湾
闘
争
に
も

た
ら
さ
れ
た
変
化
に
つ
い
て
な
さ
れ
て
き
た
。
た
と
え
ば
、
原
告
代
理
人
弁
趣
団
の
一
口
と
し
て
放
判
闘
争
を
文
え
た

池
宮
城
紀
夫
は
、
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
を
振
り
返
り
「
我
々
は
敗
北
し
た
の
か
？
否
で
あ
る
」
と
述
べ
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
「
十

年
近
く
の
Ｃ
Ｔ
Ｓ
反
対
闘
争
に
よ
っ
て
、
孤
立
無
縁
で
あ
っ
た
石
油
企
業
に
よ
る
金
武
湾
破
壊
に
対
す
る
我
々
の
告
発

（
工
）

が
、
や
が
て
県
民
に
理
解
さ
れ
、
Ｃ
Ｔ
Ｓ
反
対
が
く
う
や
世
藝
輌
と
な
っ
て
い
る
」
と
し
た
。

裁
判
を
め
ぐ
っ
て
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ま
た
、
日
本
各
地
か
ら
参
加
し
た
弁
護
士
や
研
究
者
、
学
生
ら
は
、
水
島
製
油
所
重
油
流
出
事
故
を
は
じ
め
と
す
る

全
国
各
地
の
公
害
問
題
を
金
武
湾
に
伝
え
、
同
時
に
沖
綱
に
お
け
る
開
発
や
そ
れ
に
伴
う
公
害
問
題
へ
の
注
目
を
染
め

（
Ⅳ
）

た
。
「
内
部
だ
け
で
は
出
せ
な
い
資
料
を
、
外
部
に
出
し
て
、
沖
縄
に
行
け
ば
使
っ
て
も
ら
え
る
、
裁
判
で
生
き
る
、

生
か
す
こ
と
が
で
き
る
」
と
考
え
た
全
国
の
弁
護
士
や
企
業
の
労
働
組
合
、
記
者
か
ら
、
金
武
湾
開
発
に
関
連
す
る
企

（
羽
）

業
の
資
料
が
発
信
さ
れ
た
。
こ
う
し
て
も
た
ら
さ
れ
た
資
料
が
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
を
通
じ
て
検
証
さ
れ
、
地
質
や
タ
ン
ク

お
そ
ら
く
こ
の
よ
う
な
主
張
は
、
提
訴
を
機
に
金
武
湾
を
守
る
会
へ
の
共
感
や
支
援
が
県
内
外
に
拡
が
っ
た
と
い
う

こ
と
を
背
景
に
な
さ
れ
て
き
た
。
例
え
ば
「
漁
業
梅
」
裁
判
提
訴
直
後
、
在
沖
の
研
究
者
や
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
ら
が
「
現

地
の
闘
い
を
バ
ッ
ク
ア
ッ
プ
し
、
運
動
の
裾
野
を
拡
げ
よ
う
」
と
の
目
的
で
「
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
闘
争
を
拡
げ
る
会
」
を
結
成
、

（
弧
）

現
地
集
会
に
参
加
、
革
新
政
党
・
団
体
と
対
立
し
孤
立
す
る
金
武
湾
を
守
る
〈
玄
の
支
持
を
新
聞
紙
上
で
表
明
し
、
他
団

（
別
）

体
組
織
に
対
し
て
も
カ
ン
パ
を
募
る
な
ど
支
援
と
協
力
を
呼
び
か
け
て
い
た
。
そ
の
支
援
の
拡
が
り
は
、
当
初
か
ら
「
地

域
闘
争
」
を
重
視
す
る
立
場
か
ら
金
武
湾
を
守
る
会
へ
の
連
帯
を
示
し
て
い
た
中
部
地
区
労
な
ど
の
団
体
が
、
裁
判
提

訴
に
伴
い
支
援
を
呼
び
か
け
、
組
織
原
理
の
差
異
を
主
な
理
由
に
金
武
湾
を
守
る
会
と
対
立
し
て
き
た
沖
細
県
労
働
組

（
蕊
）

合
協
襯
会
な
ど
が
連
帯
を
示
し
は
じ
め
た
一
」
と
に
も
表
れ
て
い
る
。
ま
た
こ
れ
ら
の
金
武
湾
を
守
る
会
へ
の
支
持
の

拡
が
り
と
同
時
期
に
開
催
さ
れ
て
い
た
、
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
鏑
演
集
会
や
懇
談
会
を
通
じ
て
、
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
を
掲
げ
て
き
た
金
武

湾
を
守
る
会
を
中
心
と
す
る
「
琉
球
弧
」
各
地
の
住
民
運
動
の
交
流
が
は
じ
ま
っ
た
と
指
摘
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ

－

つへ
◎翌
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構
造
の
問
題
を
訴
え
る
根
拠
と
な
る
が
、
こ
こ
で
蓄
積
さ
れ
た
資
料
は
全
国
各
地
の
環
境
裁
判
に
お
い
て
も
生
か
さ
れ

（
調
）

て
き
た
。
裁
判
を
通
じ
て
先
例
と
し
て
の
国
内
外
各
地
の
公
害
問
題
の
実
態
や
抵
抗
運
動
を
知
る
一
」
と
が
、
行
政
の
開

発
を
批
判
し
孤
立
す
る
金
武
湾
を
守
る
会
に
と
っ
て
大
き
な
支
え
と
な
っ
た
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。

こ
れ
ら
の
裁
判
闘
争
を
め
ぐ
る
評
価
の
あ
り
方
は
、
し
か
し
、
施
政
権
返
還
に
伴
う
変
化
の
な
か
で
組
織
さ
れ
た
裁

判
闘
争
の
意
味
を
内
在
的
に
問
う
も
の
と
は
い
え
ず
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
が
裁
判
闘
争
に
抱
い
て
い
た
葛
藤
や
、

裁
判
に
見
出
し
た
限
界
、
そ
こ
か
ら
生
じ
た
抵
抗
運
動
の
表
現
の
あ
り
方
の
変
化
を
捉
え
き
れ
て
い
な
い
。
金
武
湾
を

守
る
会
の
一
部
の
会
員
た
ち
の
間
で
は
、
公
判
が
進
む
ご
と
に
裁
判
闘
争
に
対
す
る
批
判
的
見
方
が
強
ま
っ
て
い
く
が
、

特
に
埋
め
立
て
免
許
の
無
効
を
訴
え
た
提
訴
が
「
訴
え
の
利
益
な
し
」
を
理
由
に
却
下
さ
れ
た
こ
と
は
、
彼
ら
に
司
法

に
訴
え
る
こ
と
の
限
界
を
改
め
て
強
く
意
識
さ
せ
た
。
一
九
七
四
年
の
提
訴
の
段
階
か
ら
革
新
共
闘
弁
護
団
と
の
交
渉

や
、
原
告
漁
民
の
組
織
化
な
ど
、
中
心
的
な
役
割
を
担
っ
て
い
た
石
川
高
校
公
害
研
究
会
（
公
害
研
）
の
教
員
ら
は
、

（
⑭
）

漁
業
権
裁
判
の
控
訴
審
が
始
ま
る
と
同
時
に
闘
争
か
ら
退
い
て
い
っ
た
。
公
害
研
の
教
員
ら
は
、
彼
ら
が
刊
行
し
た
雑

誌
『
死
角
』
創
刊
号
で
、
提
訴
は
、
竣
工
認
可
が
迫
る
な
か
金
武
湾
を
守
る
会
に
と
っ
て
唯
一
残
さ
れ
た
手
段
で
し
か

な
か
っ
た
と
し
、
哉
判
が
、
「
単
に
趾
的
運
動
へ
の
拡
大
へ
と
、
本
質
的
な
視
点
の
対
象
」
を
歪
め
、
「
暖
昧
模
糊
と
し

（
い
）

た
炎
厨
的
な
意
識
の
俎
産
」
を
促
す
危
険
性
を
有
し
て
い
る
と
批
判
し
た
。
彼
ら
は
、
金
武
湾
闘
争
が
提
起
し
て
き
た

の
が
、
地
域
社
会
の
経
済
構
造
の
変
化
が
も
た
ら
す
農
漁
業
を
め
ぐ
る
問
題
や
「
本
島
」
と
「
離
島
」
と
の
間
に
お
け

る
経
済
的
格
差
の
問
題
、
「
復
帰
思
想
」
の
問
題
で
あ
り
、
弁
讃
団
が
裁
判
で
組
み
立
て
る
「
法
」
と
い
う
「
理
屈
や
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論
理
に
よ
っ
て
割
り
切
れ
る
よ
う
な
簡
単
な
も
の
で
は
な
か
っ
た
」
と
い
う
。
だ
が
裁
判
に
よ
っ
て
金
武
湾
闘
争
が

「
全
国
化
へ
の
闘
い
」
へ
と
包
摂
さ
れ
て
し
ま
う
こ
と
が
、
「
根
拠
地
闘
争
と
し
て
あ
る
住
民
迎
動
そ
の
も
の
の
本
質
と

対
立
す
る
も
の
」
で
あ
り
、
「
こ
と
沖
翻
で
あ
る
が
故
の
特
殊
的
な
歴
史
と
運
動
体
内
部
の
矛
盾
の
止
揚
を
一
般
的
な

（に）（⑰｝
通
念
に
解
消
す
る
こ
と
に
な
る
」
こ
と
を
危
倶
し
て
い
た
。

公
害
研
の
伊
波
義
安
は
当
時
を
振
り
返
り
、
原
告
代
理
人
弁
護
士
ら
を
通
じ
て
行
う
裁
判
は
、
直
接
交
渉
の
場
で
な

い
こ
と
、
し
た
が
っ
て
住
民
の
怒
り
を
直
接
ぶ
つ
け
る
こ
と
が
で
き
ず
、
ま
た
ス
ケ
ジ
ュ
ー
ル
闘
争
で
あ
る
た
め
、
住

民
運
動
の
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
霧
散
さ
せ
て
し
ま
う
と
し
て
い
る
。
さ
ら
に
、
勝
て
る
と
い
う
幻
想
か
ら
裁
判
に
は
多
く
の

エ
ネ
ル
ギ
ー
を
注
い
で
し
ま
う
が
、
や
は
り
「
権
力
側
の
土
俵
」
で
あ
る
た
め
勝
て
る
可
能
性
は
少
な
い
。
伊
彼
が
提

起
し
た
こ
れ
ら
の
問
題
は
、
控
脈
後
も
闘
争
に
Ⅲ
わ
り
つ
づ
け
た
世
紹
人
・
崎
原
盛
秀
も
魍
識
し
て
お
り
、
裁
判
に
お

い
て
は
論
理
の
す
り
替
え
が
な
さ
れ
、
争
点
が
技
術
論
と
な
っ
て
か
ら
は
、
一
次
訴
訟
の
よ
う
に
、
漁
民
が
代
表
し
て

〈
Ⅲ
）

懲
見
を
述
べ
る
》
」
と
は
で
き
な
く
な
っ
て
い
た
と
し
て
い
る
。

細
論
が
専
門
化
せ
ざ
る
を
得
な
い
裁
判
闘
争
に
お
い
て
こ
れ
は
避
け
ら
れ
な
い
事
態
で
あ
っ
た
と
も
い
え
る
。
技
術

論
的
な
問
題
を
徹
底
的
に
検
証
す
る
べ
き
か
、
そ
れ
と
も
漁
民
や
住
民
の
声
を
前
面
に
出
す
べ
き
か
。
そ
も
そ
も
、
法

廷
闘
争
は
住
民
運
動
と
し
て
の
金
武
湾
闘
争
に
と
っ
て
ふ
さ
わ
し
い
闘
い
の
あ
り
方
と
い
え
る
の
か
。
金
武
湾
を
守
る

会
が
こ
れ
ら
の
問
い
に
直
面
し
た
こ
と
は
、
沖
縄
戦
後
史
に
お
け
る
一
つ
の
「
近
代
化
」
と
も
い
え
る
施
政
権
返
還
と

い
う
転
機
と
、
「
近
代
」
を
問
う
反
開
発
・
反
公
害
の
世
界
的
な
潮
流
と
が
交
錯
す
る
な
か
で
、
金
武
湾
闘
争
が
組
織
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司
法
椛
力
に
よ
っ
て
「
正
義
」
が
担
保
さ
れ
な
い
こ
と
を
経
験
し
た
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
は
さ
ま
ざ
ま
な
形
で

法
廷
へ
の
抵
抗
を
示
し
た
。
一
九
七
五
年
一
○
月
の
公
判
で
「
訴
え
の
利
益
な
し
」
判
決
直
後
に
裁
判
長
が
立
ち
去
っ

さ
れ
た
こ
と
を
考
え
れ
ば
必
然
的
で
あ
っ
た
と
い
え
る
。
こ
の
こ
と
は
同
時
に
、
人
び
と
の
椛
利
を
担
保
す
る
近
代
国

家
秩
序
の
装
掴
と
し
て
の
司
法
制
度
を
相
対
化
す
る
視
点
を
見
出
す
契
機
で
も
あ
っ
た
。

史
料
や
聞
き
取
り
か
ら
明
ら
か
な
の
は
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
は
裁
判
を
続
け
る
な
か
で
水
俣
、
四
日
市
を
含

む
日
本
各
地
の
深
刻
な
公
害
問
題
、
そ
し
て
救
済
さ
れ
な
い
人
々
の
存
在
を
知
り
、
憲
法
の
庇
誕
の
も
と
に
あ
る
と
考

え
ら
れ
て
き
た
日
本
が
「
実
像
」
と
し
て
見
え
て
く
る
な
か
で
、
日
本
の
な
か
で
の
沖
細
の
位
個
を
知
り
そ
こ
か
ら
日

（
仏
）

本
と
い
う
国
家
を
問
う
視
点
を
独
得
し
た
と
い
う
》
」
と
で
あ
る
。
裁
判
を
続
け
る
｝
」
と
は
ま
た
、
金
武
湾
を
守
る
会
の

人
び
と
に
と
っ
て
、
次
に
と
り
う
る
行
動
を
見
出
す
過
程
で
も
あ
っ
た
。
唯
一
の
手
段
と
し
て
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で

抵
抗
の
表
現
の
あ
り
方
の
一
形
態
と
し
て
の
裁
判
を
続
け
る
な
か
で
、
「
ど
う
自
ら
を
表
現
し
う
る
か
、
課
題
を
含
む

闘
い
の
な
か
で
ど
う
問
題
を
是
正
し
運
動
を
拡
げ
て
い
く
か
が
重
要
な
の
で
は
な
い
か
」
と
当
時
考
え
て
い
た
と
崎
原

（
冊
）

は
振
り
返
る
。
裁
判
闘
争
の
過
程
で
そ
れ
を
相
対
化
す
る
視
点
を
猶
得
し
た
金
武
湾
を
守
る
〈
室
は
、
で
は
ど
の
よ
う
な

表
現
に
よ
っ
て
抵
抗
し
た
の
か
。

民
衆
の
「
生
存
」
思
想
の
表
出
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た
後
、
崎
原
盛
秀
は
裁
判
長
席
に
立
ち
上
が
り
「
改
め
て
人
民
裁
判
を
開
廷
す
る
」
と
宣
言
、
公
判
に
駆
け
つ
け
て
い

た
守
る
会
の
住
民
ら
は
法
廷
を
占
拠
し
自
ら
「
裁
判
」
を
続
け
て
い
た
こ
と
が
、
当
時
を
振
り
返
る
座
談
会
記
録
に
残

（
〃
）

さ
れ
て
い
る
。
法
廷
で
の
出
来
事
は
い
わ
ば
、
金
武
湾
を
守
る
く
ち
の
人
々
に
と
っ
て
司
法
制
度
の
正
当
性
が
す
で
に
崩

壊
し
て
い
た
》
」
と
、
権
利
の
付
与
は
法
廷
に
ゆ
だ
ね
る
も
の
で
は
な
く
自
ら
承
認
し
合
い
勝
ち
取
る
べ
き
も
の
だ
と

捉
え
ら
れ
て
い
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
裁
判
闘
争
が
終
息
す
る
な
か
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
の

間
で
「
生
存
権
」
が
問
い
直
さ
れ
て
い
た
｝
」
と
に
も
つ
な
が
る
。
金
武
湾
を
守
る
会
の
平
良
良
昭
は
、
金
武
湾
闘
争
を

担
っ
た
与
那
城
村
屋
慶
名
、
与
那
城
村
照
間
、
勝
連
村
浜
比
嘉
島
の
浜
の
住
民
・
漁
民
に
よ
る
沖
縄
戦
中
・
戦
後
経
験

の
証
言
を
「
海
と
大
地
と
共
同
の
力
ｌ
沖
縄
民
衆
の
生
存
権
の
原
像
」
と
題
し
て
ま
と
め
、
一
九
七
八
年
の
「
危
険

物
貯
蔵
所
等
建
築
工
事
禁
止
仮
処
分
申
請
」
後
に
提
出
さ
れ
た
技
術
論
中
心
の
準
備
書
面
に
日
本
語
訳
付
き
で
褐
蔵
し

（
相
》

た
。
平
良
は
沖
縄
戦
に
つ
い
て
、
「
沖
縄
民
衆
が
、
ま
さ
に
国
家
に
よ
っ
て
生
存
を
否
定
さ
れ
、
地
獄
に
投
げ
込
ま
れ

た
事
態
で
あ
っ
た
」
と
し
た
上
で
、
「
そ
れ
で
も
人
び
と
が
生
き
の
び
て
き
た
、
生
き
の
び
る
こ
と
を
可
能
に
し
た
『
力
Ｅ

なってからの状況を次のように語っている。（伯）
の
「
不
思
議
」
を
「
自
覚
的
な
も
の
と
し
て
つ
か
み
と
ら
ね
ば
な
ら
な
い
」
と
し
た
。
な
ぜ
沖
縄
民
衆
が
、
地
獄
の
な

か
を
生
き
延
び
る
こ
と
が
で
き
た
の
か
。
語
り
手
の
一
人
で
あ
る
屋
慶
名
の
あ
る
住
民
は
、
米
軍
の
上
陸
後
、
捕
虜
と

占
領
さ
れ
た
あ
と
、
配
給
が
少
な
い
、
ア
メ
リ
カ
か
ら
の
。
農
業
で
き
ん
で
し
ょ
う
。
み
ん
な
あ
っ
ち
に
集
結
さ

4４
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与
那
城
村
照
間
の
あ
る
一
家
は
ま
た
、
戦
中
・
戦
後
の
照
間
に
お
い
て
、
他
集
落
か
ら
移
り
住
ん
だ
避
難
者
や
捕
虜

（
別
》

に
、
戦
前
の
所
有
地
で
は
な
く
土
地
を
割
り
当
て
分
配
し
、
農
業
を
続
け
た
と
振
り
返
る
。
与
那
城
村
浜
比
嘉
島
浜
部

れ
て
ね
。
具
志
川
に
。
哀
れ
し
ま
し
た
な
ぁ
。
あ
の
高
江
洲
に
行
っ
た
頃
１
．
帰
っ
て
来
た
の
は
、
戦
争
の
翌

年
の
二
月
頃
だ
な
。
そ
の
時
分
に
や
っ
と
戻
っ
て
き
て
、
仮
の
バ
ラ
ッ
ク
を
作
っ
た
わ
け
。
（
中
略
）
畑
は
当
分

に
さ
れ
た
の
よ
。
な
い
人
も
あ
る
人
も
、
屋
慶
名
は
。
等
分
に
せ
ん
と
い
う
と
死
に
よ
っ
た
で
す
よ
。
そ
れ
で
ち

ょ
っ
ぴ
り
配
給
が
あ
っ
た
が
、
ほ
ん
の
わ
ず
か
で
ね
。
オ
カ
ユ
を
た
べ
と
っ
た
ら
、
転
ん
で
し
ま
っ
て
、
そ
の
オ

カ
ュ
が
ひ
つ
さ
が
っ
て
し
ま
っ
て
ね
。
ひ
も
じ
く
な
っ
て
ね
。
（
中
略
）
私
な
ん
ぞ
も
学
校
に
授
業
が
済
ん
だ
ら
、

す
ぐ
ハ
ル
（
畑
）
に
行
く
ん
で
す
よ
。
給
料
な
ん
か
は
最
高
四
○
○
円
、
タ
バ
コ
｜
ポ
ー
ル
一
八
○
円
く
ら
い
す

る
ん
で
す
よ
。
そ
の
給
料
で
米
二
升
買
え
な
い
ん
だ
ね
、
よ
く
生
き
と
っ
た
な
ぁ
－
、
そ
し
て
芋
の
葉
っ
ぱ
だ
け

食
べ
て
さ
、
よ
く
生
き
と
っ
た
。
［
改
段
］
シ
ヌ
イ
（
も
ず
く
）
を
食
べ
と
っ
た
。
夜
な
ん
か
は
毎
日
イ
ザ
イ
グ

ァ
ー
（
夜
の
潮
干
狩
り
）
を
し
に
行
っ
て
ね
。
タ
コ
グ
ァ
ー
、
小
さ
い
の
、
あ
れ
も
面
白
い
。
こ
ん
な
に
大
き
く

見
え
る
わ
け
、
あ
か
く
、
と
っ
て
家
に
行
っ
た
ら
こ
ん
な
に
小
さ
い
。
シ
ヌ
イ
は
よ
く
食
べ
ま
し
た
な
。
シ
ヌ
イ

と
い
う
の
は
塩
づ
け
で
も
い
い
し
、
酢
か
け
て
も
い
い
し
、
油
で
い
た
め
て
も
お
い
し
い
で
す
よ
。
ド
ロ
ド
ロ
し

て
お
腹
が
満
ち
て
、
満
腹
感
、
感
じ
ら
れ
る
ん
で
す
。
も
う
満
腹
と
い
う
の
は
あ
ま
り
な
く
っ
て
ね
。
あ
し
実

（
釦
）

に
よ
く
も
生
き
と
っ
た
な
ぁ
－
。
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沖
縄
戦
中
・
戦
後
、
人
々
は
ど
う
生
き
延
び
て
き
た
の
か
。
そ
れ
を
語
り
、
聞
き
取
り
、
伝
え
る
作
業
は
、
金
武
湾

を
守
る
会
の
人
び
と
に
と
っ
て
、
近
代
国
家
秩
序
に
も
と
づ
く
権
利
概
念
と
し
て
の
「
生
存
権
」
を
再
検
討
し
な
が
ら
、

（
鉈
）

藩
に
お
い
て
も
、
土
地
を
割
り
当
て
百
余
名
の
避
難
者
を
養
う
一
」
と
が
で
き
た
し
」
い
う
。

こ
れ
ら
の
疵
言
に
何
が
見
出
さ
れ
た
の
か
。
平
良
は
、
金
武
湾
闘
争
で
諮
ら
れ
た
「
生
存
梅
」
が
、
第
二
次
世
界
大

（
罰
）

戦
中
に
中
国
・
朝
鮮
で
戦
禍
を
経
験
し
、
除
隊
後
沖
綱
に
戻
り
再
び
教
員
の
職
に
就
い
た
安
里
荊
信
（
一
九
一
一
二
～
一

九
八
二
年
）
ら
世
代
の
戦
争
体
験
に
依
拠
す
る
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。

（
前
略
）
「
生
存
権
」
が
さ
か
ん
に
言
わ
れ
る
な
か
で
憲
法
の
生
存
権
と
は
違
っ
た
意
味
で
使
わ
れ
て
い
る
点
、
住

民
の
生
活
原
点
と
し
て
の
生
存
横
と
い
う
意
味
合
い
に
ぼ
く
は
目
が
む
い
て
い
っ
た
。
［
改
段
］
い
ち
ば
ん
大
き

い
点
は
、
戦
争
・
沖
純
戦
体
験
と
の
カ
ラ
ミ
が
あ
る
、
と
い
う
気
が
し
て
、
い
ろ
い
ろ
な
人
に
Ⅲ
い
て
い
っ
た
。

そ
う
す
る
と
、
”
こ
の
海
の
お
陰
で
自
分
た
ち
は
沖
細
戦
の
な
か
を
生
き
ぬ
い
て
こ
れ
た
“
と
い
う
体
験
と
思
い

が
多
く
の
人
び
と
に
あ
る
。
そ
う
し
た
共
通
の
体
験
と
結
び
つ
い
て
「
生
存
権
」
と
い
う
こ
と
が
理
解
さ
れ
て
き
た
。

（
中
略
）
そ
れ
が
「
海
と
大
地
と
共
同
の
力
」
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
「
海
と
大
地
と
共
同
の
力
で
生
存
権
を
闘
い

と
ろ
う
」
と
い
う
金
武
湾
闘
争
の
ス
ロ
ー
ガ
ン
は
、
安
里
さ
ん
た
ち
の
原
体
験
・
生
活
の
思
想
を
整
理
し
た
も
の

（
釦
）

だ
。
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住
民
た
ち
の
生
は
沖
繩
戦
中
・
戦
後
、
海
と
大
地
と
と
も
に
あ
り
、
自
前
の
秩
序
を
創
造
し
協
力
し
あ
う
な
か
で
支
え

ら
れ
て
き
た
。
金
武
湾
闘
争
後
期
に
表
出
し
て
い
た
、
こ
の
よ
う
な
民
衆
の
生
に
対
す
る
思
い
、
特
に
国
家
の
役
割
を

相
対
化
し
た
「
生
存
」
思
想
は
、
裁
判
闘
争
を
経
る
こ
と
で
、
こ
こ
ま
で
言
語
化
さ
れ
た
と
い
え
る
。

だ
か
ら
こ
そ
金
武
湾
闘
争
に
お
い
て
は
、
「
生
存
」
の
基
盤
で
あ
る
海
を
「
生
活
」
の
た
め
に
破
填
す
る
と
い
う
開

発
柵
想
か
ら
の
離
脱
が
、
ま
た
自
ら
の
「
生
存
」
思
想
を
い
か
に
表
現
す
る
か
が
、
模
索
さ
れ
て
い
た
。
裁
判
闘
争
が

沖
縄
戦
を
生
き
延
び
て
き
た
自
ら
の
経
験
に
基
づ
き
、
民
衆
に
と
っ
て
の
「
生
存
」
と
は
何
か
を
自
ら
定
義
し
て
い
く

過
程
で
も
あ
っ
た
。
安
里
の
死
後
に
行
わ
れ
た
追
悼
座
談
会
で
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
南
風
見
剛
は
、
安
里
が
考
え
感

じ
て
い
た
こ
と
は
「
国
家
法
を
軸
に
し
た
人
間
中
心
の
発
想
」
で
あ
る
「
人
椛
や
民
様
の
領
域
を
超
え
る
も
の
が
あ
る
」

（
鵠
）

と
し
、
「
『
生
存
権
』
へ
の
ホ
ン
説
を
拒
否
す
る
領
域
を
も
っ
て
い
た
」
と
し
た
。

シ
イ

安
里
さ
ん
が
、
晩
年
と
い
う
か
、
西
表
へ
ロ
宿
の
こ
ろ
か
ら
盛
ん
に
使
っ
て
い
た
の
は
“
ウ
チ
ナ
ー
ン
チ
ュ
の
梢
“

・
シ
イ
。

・
ン
イ
０

と
い
う
一
ゴ
ロ
葉
だ
よ
ね
。
「
輔
」
と
い
う
の
は
、
宇
宙
や
生
態
系
の
自
然
と
交
歓
す
る
籾
な
ん
だ
。
”
輔
を
抜
か
れ
た

ら
大
変
だ
“
と
よ
く
使
わ
れ
る
が
。
あ
え
て
翻
訳
す
れ
ば
、
”
共
生
感
覚
“
か
な
。
訳
せ
な
い
な
。
綱
と
い
う
字

に
は
当
て
て
い
る
け
れ
ど
、
も
っ
と
イ
ミ
が
違
う
。
霊
力
で
も
あ
る
し
・
・
・
。
［
改
段
］
こ
う
い
う
領
域
を
含

（
品
）

ん
だ
「
独
立
」
で
あ
る
’
し
「
生
存
」
と
い
う
も
の
を
内
部
に
も
っ
て
い
た
。
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困
難
に
な
る
な
か
、
漁
民
ら
が
組
織
し
た
豊
漁
を
祈
願
す
る
ハ
ー
リ
ー
、
開
墾
運
動
と
援
農
、
共
同
体
の
豊
漁
・
豊
作

祈
願
と
し
て
の
伝
統
行
事
・
文
化
の
復
興
運
動
に
関
す
る
活
動
報
告
が
、
金
武
湾
闘
争
後
期
の
一
九
八
○
年
前
後
、
金

武
湾
を
守
る
会
発
行
の
機
関
誌
『
東
海
岸
』
で
頻
繁
に
な
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
裁
判
所
で
の
審
理
の
あ
り
方
を
目
の

当
た
り
に
し
た
金
武
湾
を
守
る
会
の
人
々
は
、
海
や
土
地
が
自
ら
の
生
存
の
基
盤
で
あ
る
と
い
う
感
覚
を
い
か
に
取
り

戻
し
表
現
す
る
か
、
そ
の
こ
と
に
意
識
を
向
け
る
よ
う
に
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。

金
武
湾
を
守
る
会
を
支
援
し
た
弁
護
士
の
池
宮
城
紀
夫
が
、
「
実
態
を
明
ら
か
に
し
て
世
論
に
訴
え
て
い
く
手
段
」

（
印
）

と
し
て
、
復
帰
後
の
住
民
運
動
に
お
い
て
「
現
地
闘
争
と
不
離
一
体
」
の
も
の
と
し
て
組
織
さ
れ
て
き
た
と
す
る
裁
判

闘
争
は
、
石
垣
島
白
保
の
新
空
港
建
設
反
対
運
動
に
お
い
て
組
織
さ
れ
、
嘉
手
納
爆
音
問
題
や
石
川
市
の
ゴ
ミ
焼
却
処

理
施
設
問
題
、
沖
縄
市
の
東
部
海
浜
地
区
埋
め
立
て
計
画
に
抵
抗
す
る
な
か
で
も
組
織
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
各
地
で
組
織

さ
れ
た
住
民
運
動
は
、
運
動
当
事
者
や
弁
護
士
個
人
ら
の
関
わ
り
を
通
じ
て
つ
な
が
り
、
各
地
に
お
け
る
経
験
と
記
憧

が
交
流
の
な
か
で
継
承
さ
れ
て
き
た
。
金
武
湾
の
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
に
お
い
て
強
烈
に
意
識
さ
れ
た
、
戦
中
・
戦
後
の
沖

縄
に
お
け
る
国
家
権
力
か
ら
自
律
し
た
生
の
あ
り
方
、
土
地
や
海
を
基
盤
と
す
る
「
生
存
」
思
想
は
白
保
の
抵
抗
運
動

に
お
い
て
も
継
承
さ
れ
、
そ
こ
で
は
土
地
や
海
に
対
す
る
近
代
的
所
有
概
念
を
再
検
討
す
る
議
論
が
展
開
し
た
。
つ
ま

お
わ
り
に
か
え
て
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り
沖
縄
戦
体
験
に
褒
打
ち
さ
れ
た
「
生
存
」
思
想
は
、
金
武
湾
闘
争
と
い
う
具
体
的
な
抵
抗
運
動
の
経
験
の
な
か
で
培

わ
れ
、
そ
し
て
後
に
続
く
運
動
に
お
い
て
継
承
さ
れ
探
化
し
て
き
た
。
と
同
時
に
そ
の
「
生
存
」
思
想
は
、
水
俣
な
ど

日
本
各
地
に
お
け
る
反
公
害
迦
動
に
よ
っ
て
培
わ
れ
た
「
生
存
」
思
想
と
も
通
底
し
な
が
ら
、
近
代
国
家
秩
序
に
対
す

る
普
遍
的
な
問
い
を
提
起
し
て
き
た
。
こ
の
こ
と
は
、
金
武
湾
や
白
保
に
続
く
、
辺
野
古
の
新
基
地
建
設
や
東
部
海
浜

地
区
埋
め
立
て
計
画
に
対
す
る
抵
抗
運
動
が
、
世
界
各
地
の
環
境
団
体
の
動
き
と
連
動
し
な
が
ら
組
織
さ
れ
て
い
る
こ

と
に
も
表
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
住
民
運
動
に
お
け
る
裁
判
の
意
味
付
け
は
近
年
大
き
く
変
わ
り
つ
つ
あ
る
。
二
○
○
七
年
に
始
ま
っ
た
東

村
高
江
へ
の
米
耶
へ
リ
パ
ッ
ド
建
設
に
抵
抗
す
る
座
り
込
み
に
対
し
、
二
○
○
九
年
一
二
月
、
国
が
交
通
妨
習
を
理
由

に
仮
処
分
申
調
、
二
○
二
年
に
は
起
訴
す
る
と
い
う
珈
態
に
陥
っ
て
お
り
、
法
廷
に
お
け
る
裁
判
闘
争
は
も
は
や
国

家
を
問
う
も
の
と
し
て
で
は
な
く
、
む
し
ろ
そ
の
秩
序
を
貫
徹
さ
せ
る
機
能
を
持
ち
始
め
た
。
し
か
も
こ
の
よ
う
な
事

態
が
沖
縄
に
限
ら
ず
、
原
発
建
設
に
反
対
す
る
山
口
県
の
祝
島
住
民
に
対
す
る
圧
力
と
し
て
拡
が
っ
て
い
る
。
国
家
秩

序
と
い
う
制
度
か
ら
あ
る
程
度
自
律
し
た
生
を
営
ん
で
き
た
人
々
の
生
存
の
基
盤
で
あ
る
土
地
や
海
を
奪
う
だ
け
で
な

く
、
抵
抗
す
る
人
々
が
法
の
下
で
裁
か
れ
る
事
態
に
対
し
、
住
民
の
生
を
い
か
に
表
現
す
る
か
を
模
索
す
る
に
至
っ
た

金
武
湾
闘
争
の
記
憶
は
ど
う
継
承
さ
れ
、
具
体
的
な
迦
助
に
お
い
て
ど
う
生
か
さ
れ
う
る
の
だ
ろ
う
か
。
住
民
迎
動
に

と
っ
て
の
裁
判
の
意
味
を
問
う
こ
と
は
お
そ
ら
く
、
日
本
と
い
う
国
家
を
問
い
続
け
て
き
た
沖
縄
に
お
い
て
今
な
お
重

要
な
課
題
と
し
て
あ
る
。
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（
１
）
沖
綱
島
東
海
岸
に
隣
接
す
る
平
安
座
島
の
住
民
ら
隆
一
九
六
○
年
代
初
期
か
ら
平
安
座
島
と
沖
細
島
東
海
岸
を
結
ぶ
海
上
の

逝
路
の
延
股
を
戯
み
て
き
た
が
、
台
風
で
失
敗
に
終
わ
っ
て
い
だ
。
ガ
ル
フ
社
は
一
一
一
五
日
と
い
う
短
期
川
で
、
通
路
造
成
海
域

の
干
潟
の
砂
を
か
き
染
め
て
道
路
に
す
る
と
い
う
突
貫
エ
噸
を
行
っ
た
。
平
安
座
石
油
産
業
用
地
等
地
主
会
掴
『
別
立
二
○
周

年
肥
念
絃
』
平
安
座
石
油
産
業
用
地
等
地
主
会
、
一
九
九
三
年
。

（
２
）
一
九
七
三
年
一
二
月
二
｜
日
、
沖
細
県
職
労
活
動
者
会
識
に
て
伊
波
義
安
（
当
時
金
武
湾
を
守
る
会
の
メ
ン
バ
ー
で
あ
り
石
川

而
校
教
員
）
は
、
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
公
暫
の
恐
ろ
し
さ
に
つ
い
て
」
と
い
う
翅
で
鋼
演
す
る
な
か
で
金
武
河
の
囲
々
で
ス
ズ
メ
や
メ

ジ
ロ
が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
と
述
べ
タ
コ
や
サ
ザ
エ
が
捕
れ
な
く
な
っ
た
と
嘆
く
平
安
座
囲
の
漁
師
の
存
在
に
触
れ
、
漁
師

の
次
の
よ
う
な
発
百
を
引
用
し
て
い
る
。
「
私
は
、
公
聾
が
な
い
と
い
う
け
ど
、
漁
業
し
て
い
て
、
大
変
な
こ
と
が
起
こ
り
つ

つ
あ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
と
ひ
し
ひ
し
と
感
ず
る
。
そ
こ
で
考
え
る
こ
と
は
、
平
安
座
か
ら
ど
ん
な
し
て
逃
げ
る
か
と
、
い
つ
も

考
え
て
い
る
」
。
金
武
湾
に
生
き
る
人
び
と
が
察
知
し
て
い
た
危
機
を
、
こ
こ
に
晩
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
。
『
抑
細
県
職
串
皀

第
一
○
六
号
、
一
九
七
四
年
七
月
二
四
日
号
。

（
３
）
崎
原
盛
秀
「
沖
綱
は
拒
否
す
る
汕
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
金
武
湾
住
民
醐
争
の
経
過
」
『
季
刊
労
働
迦
助
』
第
一
七
号
、
’
九
七
八
年
四
月
、

一
二
四
’
一
一
一
一
六
頁
、
水
上
学
・
小
川
進
「
沖
綱
Ｃ
Ｔ
Ｓ
建
設
が
裁
く
も
の
」
『
技
術
と
人
Ⅲ
』
第
六
巻
七
号
、
一
九
七
七
年
、

安
里
悦
治
「
金
武
満
Ｃ
Ｔ
Ｓ
基
地
の
延
股
を
断
固
と
し
て
拒
否
す
る
』
『
側
発
と
公
害
』
第
五
号
、
一
九
七
九
年
。

（４）厨呉二言』目・・・二且百四ヨー・亘の：国・『二：Ｂ〒『蔦風。ｐ・○三コ四景一⑫［已鴇］・・地口◎冨冒二・Ｐｇこ】『◎コョ・具

ダム､戸

､１，塗
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：
１
ｍ
の
己
の
『
。
．
］
こ
の
’
の
二
二
口
二
・
・
百
己
胃
冨
ａ
⑫
已
已
一
の
鳥
冒
§
§
ａ
（
澤
冨
室
再
菖
ミ
ミ
ミ
再
ミ
ミ
呂
曾
囮
ｓ
員
『
（
Ｆ
・
『
己
・
員

再
・
昌
一
の
』
ぬ
の
ｈ
８
⑬
）
・
急
昌
一
・
二
言
ョ
の
。
｜
今
冒
亘
ご
冨
旦
§
Ｑ
菖
旦
麗
忌
き
い
蚕
愚
一
恵
（
房
。
且
◎
貝
宛
Ｃ
Ｅ
－
巴
函
の
．
ｇ
ｇ
）
．

（
５
）
『
■
昌
一
》
三
一
言
ョ
の
．
『
言
身
冒
冒
一
句
（
『
こ
の
ｎ
－
Ｃ
巳
。
『
［
こ
の
で
。
ｍ
【
‐
『
の
く
の
『
い
一
○
二
．
云
一
目
毛
色
⑫
（
『
白
隠
一
の
・
ろ
。
。
⑫
二
［
二
二
○
コ
・
の
ご
く
一
『
○
三
曰
の
三

色
且
、
の
己
の
【
．
｛
己
○
一
の
コ
ニ
ロ
ェ
。
。
【
当
旦
胃
冨
『
ａ
望
且
一
の
烏
冒
当
豐
ｑ
（
澤
冨
宝
再
再
己
冒
司
さ
：
匡
曾
員
一
員
『
（
Ｐ
Ｃ
二
二
・
目

丙ＣＥ［｜の」ぬの。⑱。◎い）．

（
６
）
中
野
好
夫
・
新
崎
盛
叩
「
沖
繩
戦
後
史
』
岩
波
灘
店
、
一
九
七
六
／
二
○
○
五
年
、
’
’
一
二
口
の
「
は
じ
め
に
」
ど
参
照
。

ま
た
新
鮒
搬
剛
「
Ａ
ｕ
本
の
潮
一
・
で
Ｖ
沖
抑
か
ら
の
二
つ
の
脈
松
」
「
枇
界
‐
二
両
○
Ｍ
財
、
一
九
六
Ｋ
年
一
》
月
、
「
Ａ
ｕ
本
の
潮

四
Ｖ
沖
繩
奴
判
移
送
問
題
の
ゆ
く
え
」
「
世
界
』
二
五
一
号
、
一
九
六
六
年
》
○
月
（
新
崎
艦
剛
「
未
完
の
沖
細
川
執
蛆
沖
糊

同
時
代
史
別
巻
、
一
九
六
二
～
一
九
七
一
一
』
凱
風
社
、
三
○
○
五
年
所
収
）
。

（
７
）
日
本
弁
謹
士
迷
合
会
「
沖
抑
報
告
書
」
「
法
律
時
報
』
第
四
○
巻
四
号
、
一
九
六
八
年
。

（
８
）
南
西
諸
島
や
小
笠
原
諸
島
を
合
衆
国
の
信
託
統
治
に
お
く
こ
と
を
承
認
す
る
調
和
条
約
第
三
条
が
、
悪
法
第
九
五
条
が
定
め
る

二
つ
の
地
方
公
共
団
体
の
み
に
適
用
さ
れ
る
特
別
法
」
で
あ
る
と
解
釈
で
き
る
こ
と
、
し
か
し
な
が
ら
綾
当
す
る
地
方
公
共

団
体
（
南
西
諸
島
や
小
笠
原
諸
島
）
に
お
け
る
住
民
投
票
と
過
半
数
の
同
感
が
な
い
た
め
無
効
で
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
そ

の
上
で
、
米
畑
統
治
期
の
沖
綱
に
お
い
て
、
砥
法
第
二
三
条
の
定
め
る
居
住
・
移
岻
の
自
巾
が
役
、
ロ
さ
れ
て
い
る
こ
と
（
本
七

や
域
外
に
出
る
と
き
に
併
可
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
）
と
、
沖
綱
征
住
の
倣
煙
被
煙
濁
が
「
脱
煙
被
ば
く
謝
の
Ⅸ
縦
な

ど
に
側
す
る
法
休
」
に
壁
づ
き
医
療
質
諦
求
を
行
う
梅
利
を
有
し
て
い
な
い
こ
と
か
ら
撹
密
が
生
じ
て
い
る
と
訴
え
た
。
新
崎
、
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一
九
六
五
年
。

（
９
）
民
政
府
に
よ
る
行
政
の
合
法
性
を
審
盃
す
る
柿
利
が
米
政
府
当
局
以
外
な
い
と
い
う
理
由
か
ら
、
民
裁
判
所
で
係
争
中
の
耐
件

に
つ
い
て
、
民
政
府
が
民
政
府
裁
判
所
へ
の
移
送
を
命
令
し
た
「
友
利
邪
件
」
と
「
サ
ン
マ
邨
件
」
通
指
す
。
ど
ち
ら
の
移
送

も
、
こ
れ
に
対
し
、
移
送
命
令
の
撤
回
や
そ
の
命
令
梱
を
定
め
る
大
統
領
行
政
命
令
の
撤
廃
を
求
め
る
数
万
人
の
裁
判
移
送
撤

回
嬰
求
蝿
民
大
会
が
組
織
さ
れ
た
。

（
Ⅲ
）
県
は
一
九
七
四
年
一
月
一
九
日
、
以
下
の
よ
う
な
両
明
を
発
表
し
た
。
「
①
Ｃ
Ｔ
Ｓ
の
誘
致
に
反
対
し
、
各
社
配
分
は
行
な
わ

な
い
。
②
埋
め
立
て
、
シ
ー
バ
ー
ス
エ
耶
の
続
行
は
蝿
め
る
。
③
三
菱
に
対
し
て
は
無
公
誓
企
業
の
立
地
を
要
甜
す
る
。
④
以

上
の
方
針
を
県
と
与
党
が
共
同
買
任
で
対
処
し
て
い
く
」
崎
原
盛
秀
「
沖
綱
は
拒
否
す
る
如
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
金
武
湾
住
民
醐
争
の
経

過
」
『
季
刊
労
働
運
動
』
第
一
七
号
、
一
九
七
八
年
四
月
、
一
二
八
－
一
二
九
頁
。

（
Ⅲ
）
田
場
典
儀
か
ら
の
聞
き
取
り
、
二
○
○
六
年
一
二
月
二
六
日
。

（
胆
）
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
’
九
七
四
年
九
月
五
日
（
夕
刊
）
、
一
○
月
三
○
日
、
一
○
月
三
○
日
（
夕
刊
）
付
。

（
旧
）
『
沖
綱
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
四
年
一
二
月
一
三
日
（
夕
刊
）
、
一
九
七
五
年
一
月
三
一
日
、
一
九
七
五
年
一
月
三
一
日
（
夕
刊
）
、

一
九
七
五
年
二
月
二
八
日
（
夕
刊
）
、
一
九
七
五
年
三
月
三
一
日
（
夕
刊
）
、
一
九
七
五
年
五
月
二
三
日
（
夕
刊
）
、
『
琉
球
新
報
』

一
九
七
五
年
五
月
二
四
日
、
『
沖
綱
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
五
年
七
月
二
二
日
、
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
五
年
七
月
二
三
日
（
夕
刊
）
付
。

（
Ｕ
金
武
湾
を
守
る
会
『
沖
縄
県
が
三
菱
に
与
え
た
六
四
万
坪
の
埋
立
鯉
可
の
瞑
り
を
糾
弾
す
る
Ｉ
金
武
湾
・
中
城
湾
側
発
棡
想

反
対
（
率
愉
翻
面
豈
’
九
七
五
年
九
月
五
日
。
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（
旧
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
五
年
二
月
二
五
日
（
夕
刊
）
付
。

（
加
）
『
沖
綱
タ
イ
ム
ス
』
’
九
七
六
年
一
月
三
○
日
（
夕
刊
）
付
。

（
劃
）
『
東
海
岸
』
第
一
号
、
一
九
七
六
年
三
月
二
○
日
。

（
配
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
六
年
六
月
二
二
日
（
夕
刊
）
付
。

（
羽
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
七
年
四
月
九
日
（
夕
刊
）
付
。

（
割
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
七
年
八
月
一
三
日
、
一
九
七
七
年
一
○
月
一
三
日
、
’
九
七
七
年
一
二
月
一
○
日
（
夕
刊
）
、
一
九
七
八

年
二
月
一
九
日
、
『
沖
縄
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
八
年
六
月
一
九
日
（
夕
刊
）
付
。

（
調
）
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
九
年
三
月
付
。

（
お
）
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
九
年
四
月
四
日
付
。

（
〃
）
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
○
年
一
二
月
二
五
日
付
。

（
妨
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
五
年
一
○
月
四
日
（
夕
刊
）
付
。

（
Ⅳ
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
五
年
一
○
月
二
日
（
夕
刊
）
付
。

（
旧
）
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
五
年
一
○
月
四
日
（
夕
刊
）
、
一
九
七
五
年
一
○
月
七
日
、
『
琉
球
新
報
』
’
九
七
五
年
一
○
月
二
日
（
夕

（
巧
）
『
琉
球
新
報
』
一
九
七
五
年
九
月
二
三
日
、
一
九
七
五
年
一
○
月
四
日
（
夕
刊
）
、
『
沖
抑
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
五
年
一
○
月
四
日
（
夕

刊
）
付
。

刊
）
付
。
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（
躯
）
『
沖
繩
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
一
年
二
月
八
日
付
。

（
酌
）
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
八
二
年
一
二
月
一
七
日
（
夕
刊
）
付
。

（
卯
）
池
宮
城
紀
夫
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
の
終
結
に
あ
た
り
」
『
東
海
岸
』
第
一
一
一
二
号
、
一
九
八
二
年
一
二
月
。

（
別
）
金
武
湾
を
守
る
会
『
沖
縄
県
が
三
菱
に
与
え
た
六
四
万
坪
の
埋
立
魑
可
の
誤
り
を
糾
弾
す
る
Ｉ
金
武
湾
・
中
城
湾
側
発
榊
想

反
対
』
一
九
七
五
年
九
月
五
日
。

（
魂
）
池
宮
城
紀
夫
「
Ｃ
Ｔ
Ｓ
紋
判
の
終
結
に
あ
た
り
」
『
東
海
峰
』
第
三
二
号
、
一
九
八
二
年
一
二
月
。

（
羽
）
「
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
側
争
を
拡
げ
る
会
」
Ⅲ
股
者
の
一
人
で
あ
る
岡
本
山
徳
は
、
金
武
湾
を
守
る
会
の
組
廠
原
理
の
是
非
を
め
ぐ
る
新

里
迎
二
と
の
輪
争
を
、
一
九
七
五
年
一
月
か
ら
二
月
の
『
琉
球
新
報
』
に
て
展
開
、
続
い
て
そ
れ
に
対
す
る
麓
考
が
「
金
武
湾

を
守
る
会
」
世
話
人
・
崎
原
盛
秀
に
よ
り
二
月
に
掲
載
さ
れ
た
。

（
鋼
）
『
沖
綱
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
四
年
九
月
八
日
付
。

（
弱
）
一
九
七
五
年
二
月
五
日
、
県
労
協
、
沖
教
祖
、
中
部
地
区
労
は
「
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
建
設
阻
止
県
民
総
決
起
大
会
」
を
開
催
、
八
○
○

○
人
が
参
加
し
た
。
県
労
協
の
地
域
内
労
組
支
部
協
職
会
の
一
つ
で
あ
る
中
部
地
区
労
は
、
「
地
域
闘
争
」
を
「
日
本
の
労
働

迦
動
全
体
の
課
題
」
と
捉
え
、
ま
た
「
県
労
脇
の
下
部
組
織
で
は
な
い
」
と
明
確
に
打
ち
出
し
て
い
た
。
「
中
部
地
区
労
五
か

年
の
あ
ゆ
み
」
中
部
地
区
労
働
組
合
協
鋼
会
『
五
周
年
肥
念
雌
』
中
部
地
区
労
、
一
九
七
九
年
二
月
三
日
、
六
、
一
二
頁
。

（
犯
）
’
九
七
五
年
一
月
一
七
日
に
は
沖
繩
タ
イ
ム
ス
ホ
ー
ル
で
安
皿
荊
信
と
宇
井
純
（
’
九
三
二
～
二
○
○
六
年
）
に
よ
る
酬
減
典

会
が
側
伽
さ
れ
、
そ
の
翌
年
の
一
月
八
－
一
○
日
に
は
、
沖
鯏
タ
イ
ム
ス
ホ
ー
ル
で
自
主
獅
座
「
反
公
齊
と
住
民
迎
動
」
、
八
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汐
荘
で
の
恕
麟
会
「
琉
球
弧
の
住
民
迎
助
」
が
Ⅲ
他
さ
れ
、
各
地
で
取
り
組
ま
れ
て
い
る
住
民
迦
動
が
災
い
、
交
流
が
行
わ
れ

た
『
沖
細
タ
イ
ム
ス
』
一
九
七
五
年
一
月
一
八
日
、
一
九
七
六
年
一
月
九
、
一
○
、
二
日
付
。

（
釘
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
九
年
九
月
二
七
日
、
一
二
月
一
六
日
両
日
に
水
上
学
か
ら
口
頭
で
教
示
を
得
た
。

（
犯
）
水
上
学
か
ら
の
聞
き
取
り
、
二
○
○
九
年
九
月
二
七
日
、
一
二
月
一
六
日
。
水
上
は
さ
ら
に
、
三
菱
に
よ
る
水
島
製
油
所
で
の

珈
故
の
原
因
究
明
が
、
金
武
湾
の
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
を
通
じ
て
な
さ
れ
た
の
だ
と
述
ぺ
て
い
る
。

（
羽
）
一
九
七
七
年
三
井
物
産
は
、
閉
山
側
近
の
愛
娘
県
明
浜
町
高
山
石
炭
鉱
山
へ
の
Ｌ
Ｐ
Ｇ
（
巨
・
巨
已
評
［
『
。
］
の
巨
三
の
こ
い
Ⅱ
液
化
石

油
ガ
ス
）
基
地
建
殺
計
画
を
開
始
二
九
七
九
年
か
ら
町
搬
会
も
正
式
に
誘
致
の
動
き
を
進
め
る
。
こ
れ
に
対
し
、
一
九
八
○
年
、

Ｌ
Ｐ
Ｇ
基
地
建
設
針
画
に
伴
う
危
険
や
農
業
へ
の
悪
影
癬
を
懸
念
す
る
登
梅
地
区
の
住
民
ら
を
中
心
に
「
Ｌ
Ｐ
Ｃ
基
地
に
つ
い

て
考
え
る
会
」
が
結
成
さ
れ
る
。
「
考
え
る
会
」
は
、
金
武
湾
・
反
Ｃ
Ｔ
Ｓ
裁
判
を
支
援
し
た
研
究
者
や
技
術
者
に
よ
る
著
櫛

や
箔
文
な
ど
通
通
じ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
基
地
の
危
険
性
や
問
題
に
つ
い
て
学
ん
だ
。
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
○
○
九
年
一
二

月
一
六
日
に
小
川
進
か
ら
口
頭
で
教
示
を
得
て
、
う
つ
み
し
こ
う
『
虹
の
里
へ
』
創
風
社
出
版
、
二
○
○
八
年
を
参
照
し
た
。

（
㈹
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
一
年
三
月
二
九
日
に
伊
波
鞍
安
か
ら
口
頭
で
教
示
を
得
た
。

（
伽
）
死
角
・
躍
跣
を
撃
て
縄
梨
委
貝
会
、
一
九
七
六
年
、
二
三
頁
。

（
犯
）
死
角
・
躍
跣
芝
撃
て
網
典
委
国
会
、
一
九
七
六
年
、
二
五
頁
。

（
媚
）
伊
波
義
安
か
ら
の
旧
き
取
り
、
二
○
二
年
三
月
二
九
日
。

（
帆
）
崎
原
盤
秀
か
ら
の
側
き
取
り
、
二
○
○
九
年
一
二
月
二
四
日
、
三
一
日
。
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（
遇
沖
細
Ｃ
Ｔ
Ｓ
問
題
を
考
え
る
会
『
準
備
街
而
坤
海
と
大
地
と
共
同
の
力
』
金
武
湾
を
守
る
会
、
一
九
七
八
年
、
九
七
頁
。

（
囚
同
前
、
八
九
－
九
○
頁
。

（
則
）
同
前
、
九
二
－
九
三
頁
。

（
斑
）
同
前
、
九
八
頁
。

（
田
）
安
里
消
信
に
つ
い
て
は
、
安
里
滑
信
『
海
は
ひ
と
の
母
で
あ
る
』
晶
文
社
、
’
九
八
一
年
や
、
花
崎
皐
平
『
田
中
正
造
と
民
衆

思
想
の
継
承
』
七
つ
森
衡
館
、
二
○
一
○
年
な
ど
を
参
照
さ
れ
た
い
。

（
則
）
「
八
座
麟
会
Ｖ
自
決
・
独
立
へ
の
”
源
流
“
を
金
武
簡
明
争
・
安
里
澗
個
か
ら
学
ぼ
う
餉
安
里
澗
個
の
人
と
思
想
」
『
リ
ュ
ウ
キ

ュ
ウ
ネ
シ
ア
』
二
号
、
一
九
八
三
年
七
月
一
五
日
、
一
－
一
七
頁
。
『
リ
ュ
ウ
キ
ュ
ウ
ネ
シ
ア
』
は
「
琉
球
弧
民
衆
迦
動
に
Ⅲ

わ
る
も
の
の
共
同
利
用
の
雑
麓
」
と
し
て
、
「
自
前
の
、
共
同
の
問
題
提
起
の
場
、
表
現
の
場
、
相
互
批
判
、
評
価
の
鯛
、
あ

（
伯
）
こ
の
点
に
つ
い
て
は
、
二
○
一
二
年
一
月
六
日
に
、
崎
原
盛
秀
か
ら
口
頭
で
教
示
を
得
た
。
崎
原
に
よ
れ
ば
、
金
武
湾
闘
争
莚

通
じ
て
「
日
本
の
な
か
の
は
き
だ
め
を
作
り
出
す
場
所
と
し
て
の
沖
細
が
見
え
て
き
た
。
沖
縄
に
対
す
る
ヤ
マ
ト
が
具
体
的
に
、

ひ
と
つ
ひ
と
つ
、
民
衆
の
な
か
に
映
像
み
た
い
に
映
っ
て
く
る
も
の
が
あ
っ
た
」
と
い
う
。

（
㈹
）
崎
原
盛
秀
か
ら
の
Ⅲ
き
取
り
、
二
○
○
九
年
一
二
月
二
四
日
、
三
一
日
。

（
仰
）
金
武
湾
を
守
る
会
未
出
版
文
掛
「
座
麟
会
北
金
武
湾
醐
争
を
握
り
返
っ
て
」
『
金
武
湾
朋
争
史
』
九
三
頁
。

（
週
金
武
湾
を
守
る
会
は
一
九
七
八
年
二
月
一
八
日
に
提
出
し
た
単
側
翻
而
を
『
梅
と
大
地
と
共
同
の
力
』
と
題
し
冊
子
と
し
て
磯

し
て
い
る
。
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る
い
は
蹟
争
と
対
括
の
塒
を
も
つ
」
こ
と
を
目
的
に
、
○
号
（
創
刊
畑
備
号
、
一
九
八
一
年
七
月
一
五
日
刊
行
）
を
経
て
、
三

号
二
九
八
四
年
八
月
一
日
刊
行
）
ま
で
続
い
た
。

（
弱
）
同
前
、
五
頁
。

（
卵
）
同
前
、
一
二
頁
。
金
武
湾
朋
争
後
期
に
妻
現
さ
れ
て
い
た
こ
の
よ
う
な
「
生
存
」
思
想
は
、
次
に
引
用
す
る
よ
う
な
石
牟
礼
逆

子
の
冨
葉
と
も
通
底
し
て
お
り
、
沖
細
・
金
武
湾
と
い
う
地
域
性
に
限
定
さ
れ
な
い
ひ
ろ
が
り
を
も
つ
思
想
で
あ
っ
た
と
も
い

え
る
。
石
牟
礼
は
水
俣
の
人
び
と
を
「
。
：
制
庇
の
な
か
に
組
み
入
れ
ら
れ
な
い
人
た
ち
、
抵
抗
し
て
組
み
入
れ
ら
れ
な
い

と
い
う
の
で
も
な
く
て
、
本
来
、
そ
う
い
う
の
に
属
さ
な
い
自
立
し
た
人
と
い
う
か
、
そ
う
い
う
自
立
心
で
務
持
商
く
生
き
て

い
る
人
た
ち
」
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
「
人
栖
」
概
念
に
つ
い
て
次
の
よ
う
に
述
べ
た
。
「
そ
れ
は
そ
れ
で
蔵
味
を
も
つ
言
莱

で
は
あ
り
ま
す
け
れ
ど
、
そ
れ
以
前
の
共
同
体
に
生
き
て
い
た
歓
葉
に
比
べ
れ
ば
、
ま
だ
歴
史
が
波
い
と
い
う
か
、
川
に
合
わ

せ
に
は
よ
い
け
れ
ど
、
大
ざ
っ
ぱ
で
魂
に
届
か
な
い
。
［
改
段
］
「
人
柵
」
で
は
ど
う
も
、
出
生
の
奥
が
見
え
て
き
ま
せ
ん
。
（
中
略
）

水
俣
病
の
人
た
ち
は
日
夜
の
激
痛
で
、
祈
ら
ず
に
は
い
ら
れ
な
く
て
、
自
分
の
魂
は
現
世
で
は
ど
う
も
悲
し
す
ぎ
る
。
突
い
て

お
ら
れ
る
ご
先
祖
槻
と
合
体
し
て
、
そ
の
魂
ご
と
再
生
し
た
い
と
日
夜
思
っ
て
い
る
わ
け
で
す
ね
。
そ
れ
は
魂
乞
い
だ
と
思
う

ん
で
す
。
［
改
段
］
そ
れ
か
ら
、
漁
に
行
く
と
、
魚
と
も
交
歓
す
る
。
話
を
Ⅲ
く
と
、
じ
つ
に
楽
し
い
時
Ⅲ
と
い
う
か
、
い
き
い
き
、

ワ
ク
ワ
ク
す
る
よ
う
な
世
界
な
ん
で
す
ね
。
漁
痩
圖
転
あ
げ
た
い
と
い
う
こ
と
も
あ
る
ん
で
す
け
れ
ど
、
も
っ
と
そ
れ
以
前
に
、

魚
た
ち
と
一
体
に
な
っ
て
戯
れ
る
、
生
き
方
を
館
う
み
た
い
な
、
そ
う
い
う
時
間
な
ん
で
す
ね
、
き
っ
と
。
漁
の
話
を
す
る
と

き
に
は
、
本
当
に
声
の
出
し
方
が
遮
っ
て
い
ま
す
か
ら
。
本
当
に
生
命
が
騒
動
し
て
い
る
よ
う
な
話
し
方
を
さ
れ
ま
す
。
魚
た
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ち
と
も
本
当
に
一
体
化
し
て
お
ら
れ
る
ん
じ
ゃ
な
い
か
し
ら
。
」
石
牟
礼
逝
子
「
斑
境
破
蝋
人
川
も
イ
ヌ
も
、
魚
も
、
械
物
も
、

魂
が
交
飲
す
る
迎
釧
に
生
き
る
」
西
島
迅
男
組
『
こ
の
百
年
の
狐
迎
』
初
日
新
川
社
、
二
○
○
｜
年
、
一
三
○
頁
。

（
釘
）
池
宮
城
杷
夫
「
公
替
・
環
境
放
判
」
『
法
と
民
主
主
義
』
三
三
頁
、
第
二
一
一
号
、
一
九
八
六
年
一
○
月
。
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